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『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
二
）

水
野

実
・
阿
部
光
麿
・
大
場
一
央
・
松
野
敏
之

編

凡
例

・
底
本
は
、
北
京
市
国
家
図
書
館
蔵
『
四
書
私
存
』
（
明
嘉
靖
二
十
二
年
刻
本
）
を
用
い
た
。

・
原
文
に
お
い
て
判
読
出
来
な
い
字
は
□
で
表
記
し
た
。

・
書
き
下
し
に
お
い
て
、
『
論
語
』
本
文
に
お
け
る
□
は
〔

〕
で
示
し
た
。

・
書
き
下
し
に
お
い
て
、
季
本
注
に
お
け
る
□
は
、
類
推
で
き
る
場
合
は
〔

〕
で
示
し
、
校
異
を
附
し
た
。

・
季
本
『
説
理
会
編
』
は
、
清
華
大
学
図
書
館
蔵
明
馮
継
科
刻
本
（
四
庫
全
書
存
目
叢
書
所
収
）
を
用
い
た
。

・
校
異
お
よ
び
解
釈
に
は
、
朱
湘
鈺

点
校
、
鍾
彩
鈞

校
訂
『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
、
二
〇
一
三

年
六
月
）
を
参
考
と
し
て
用
い
た
。

論
叢
ア
ジ
ア
の
文
化
と
思
想

第

号
28
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論
語
私
存
卷
十
三

會
稽
季
本
箋
釋

子
路
第
十
三

【
一
】

○
子
路
問
政
。
子
曰
、
先
之
勞
之
。
請
益
。
曰
、
無
倦
。

先
之
、
以
身
先
民
也
。
勞
、
如
勞
民
勧
相
、
愛
之
能
勿
勞
乎
之
勞
。
蓋
無
教
則
近
於
禽
獣
。
故
民
亦
不
可
使
之
逸
居
也
。
蘇

氏
謂
凡
民
之
行
、
以
身
勞
之
、
則
先
之
之
外
、
尚
以
何
事
勞
邪
。

［
訓
読
］

○
子
路
政
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
之
に
先
ん
じ
、
之
を
労
す
、
と
。
益
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
。
曰
く
、
倦
む
こ
と
な
か
れ
、
と
。

之
に
先
ん
ず
と
は
、
身
を
以
て
民
に
先
ん
ず
る
な
り
。
労
は
、
民
を
労
し
勧
相
し
、
之
を
愛
し
て
は
能
く
労
す
る
こ
と

勿
か
ら
ん
や
の
労
の
ご
と
し
。
蓋
し
教
無
け
れ
ば
則
ち
禽
獣
に
近
し
。
故
に
民
も
亦
た
之
を
し
て
逸
居
せ
し
む
べ
か
ら
ざ

る
な
り
。
蘇
氏
謂
ふ
、
凡
そ
民
の
行
は
、
身
を
以
て
之
に
労
す
れ
ば
、
則
ち
之
に
先
ん
ず
る
の
外
、
尚
ほ
何
事
を
以
て
労

せ
ん
や
と
。

［
語
釈
］

○
勞
民
勧
相

『
易
経
』
井
卦
・
象
伝
に
「
君
子
は
以
て
民
を
労
し
、
勧
相
す
」
と
あ
る
。

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
二
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）
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○
愛
之
能
勿
勞
乎

『
論
語
』
憲
問
・

章
。

8

○
蘇
氏
謂

『
論
語
集
注
』
子
路
・

章
に
「
凡
そ
民
の
行
は
、
身
を
以
て
之
に
労
す
れ
ば
、
則
ち
令
せ
ず
し
て
行

1

は
る
。
凡
そ
民
の
事
は
、
身
を
以
て
之
に
労
す
れ
ば
、
則
ち
勤
む
と
雖
も
労
せ
ず
」
と
あ
る
。

【
二
】

○
仲
弓
爲
季
氏
宰
、
問
政
。
子
曰
、
先
有
司
、
赦
小
過
、
擧
賢
才
。
曰
、
焉
知
賢
才
而
擧
之
。
曰
、
擧
爾
所
知
。
爾
所
不
知
、

人
其
舎
諸
。

宰
本
未
嘗
從
政
。
曰
政
者
、
主
所
與
聞
而
言
。
言
政
必
先
於
有
司
、
事
事
不
能
皆
備
、
則
當
赦
其
小
過
也
。
然
必
擧
賢
才
以

充
之
、
不
擧
賢
才
則
有
司
不
得
其
人
而
過
大
矣
。
此
三
句
皆
爲
先
有
司
而
發
。
此
以
仲
弓
簡
靜
恐
其
略
於
庶
事
、
故
告
之
以

分
任
責
成
之
要
。
○
仲
弓
與
聖
人
用
心
之
大
小
、
詳
見
説
理
會
編
卷
十
。

［
訓
読
］

○
仲
弓
季
子
の
宰
と
為
り
、
政
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
有
司
を
先
に
し
、
小
過
を
赦
し
、
賢
才
を
挙
げ
よ
、
と
。
曰
く
、
焉
ん

ぞ
賢
才
を
知
り
て
之
を
挙
げ
ん
、
と
。
曰
く
、
爾
の
知
る
所
を
挙
げ
よ
。
爾
の
知
ら
ざ
る
所
は
、
人
其
れ
諸
を
舎
て
ん
や
、

と
。

宰
は
本
と
未
だ
嘗
て
政
に
従
は
ず
。
政
と
曰
ふ
は
、
与
り
聞
く
所
を
主
り
て
言
ふ
。
言
ふ
こ
こ
ろ
は
、
政
は
必
ず
有
司

を
先
に
し
、
事
事
皆
な
は
備
は
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
当
に
其
の
小
過
を
赦
す
べ
き
な
り
。
然
れ
ど
も
必
ず
賢
才
を
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挙
げ
て
以
て
之
を
充
た
す
は
、
賢
才
を
挙
げ
ざ
れ
ば
則
ち
有
司

其
の
人
を
得
ず
し
て
過
ち
大
な
れ
ば
な
り
。
此
の
三
句

は
皆
な
有
司
を
先
に
す
る
為
に
し
て
発
す
。
此
れ
仲
弓
の
簡
静
、
其
の
庶
事
を
略
す
る
を
恐
る
る
を
以
て
、
故
に
之
に
告

ぐ
る
に
任
を
分
け
成
る
を
責
む
る
の
要
を
以
て
す
。
○
仲
弓
と
聖
人
と
の
心
を
用
ふ
る
の
大
小
は
、
詳
し
く
は
説
理
会
編

巻
〔
七
〕
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
詳
見
説
理
會
編
卷
十

『
説
理
会
編
』
巻
七
・

章
に
、
孔
子
と
仲
弓
の
心
術
に
つ
い
て
程
子
語
を
引
い
て
議
論

10

が
さ
れ
て
い
る
。

［
校
異]○

詳
見
説
理
會
編
卷
十

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
は
「
卷
七
」
と
し
て
お
り
、
『
説
理

会
編
』
巻
十
に
も
こ
れ
に
関
す
る
議
論
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
は
巻
七
が
正
し
い
も
の
と
判
断
し
、
改
め

た
。

【
三
】

○
子
路
曰
、
衞
君
待
子
而
爲
政
、
子
將
奚
先
。
子
曰
、
必
也
正
名
乎
。
子
路
曰
、
有
是
哉
。
子
之
迂
哉
。
奚
其
正
。
子
曰
、
野
哉

由
也
。
君
子
於
其
所
不
知
、
蓋
闕
如
也
。
名
不
正
則
言
不
順
。
言
不
順
則
事
不
成
。
事
不
成
則
禮
樂
不
興
。
禮
樂
不
興
則
刑
罰

不
中
。
刑
罰
不
中
則
民
無
所
措
手
足
。
故
君
子
名
之
、
必
可
言
也
。
言
之
、
必
可
行
也
。
君
子
於
其
言
、
無
所
苟
而
已
矣
。
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行
能
盡
實
、
然
後
爲
正
名
。
禮
樂
不
興
、
謂
以
中
和
之
德
導
民
、
使
之
興
起
也
。
必
可
言
、
謂
言
順
。
必
可
行
、
謂
事
成
。

名
而
可
成
、
乃
爲
不
苟
。
餘
義
傳
習
録
論
之
盡
矣
。

［
訓
読
］

○
子
路
曰
く
、
衛
君
、
子
を
待
ち
て
政
を
為
せ
ば
、
子

将
に
奚
を
か
先
に
せ
ん
、
と
。
子
曰
く
、
必
ず
や
名
を
正
さ
ん
か
、

と
。
子
路
曰
く
、
是
れ
有
る
か
な
。
子
の
迂
な
る
や
。
奚
ぞ
其
れ
正
さ
ん
、
と
。
子
曰
く
、
野
な
る
か
な
由
や
。
君
子
は
其

の
知
ら
ざ
る
所
に
於
い
て
、
蓋
し
闕
如
た
り
。
名
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
則
ち
言
順
は
ず
。
言
順
は
ざ
れ
ば
則
ち
事
成
ら
ず
。
事

成
ら
ざ
れ
ば
則
ち
礼
楽
興
ら
ず
。
礼
楽
興
ら
ざ
れ
ば
則
ち
刑
罰
中
ら
ず
。
刑
罰
中
ら
ざ
れ
ば
則
ち
民

手
足
を
措
く
所
無
し
。

故
に
君
子

之
に
名
づ
く
れ
ば
、
必
ず
言
ふ
べ
き
な
り
。
之
を
言
へ
ば
、
必
ず
行
ふ
べ
き
な
り
。
君
子
は
其
の
言
に
於
い
て
、

苟
も
す
る
所
無
き
の
み
、
と
。

行

能
く
実
を
尽
く
し
、
然
る
後

名
を
正
す
と
為
す
。
礼
楽
興
ら
ず
と
は
、
中
和
の
徳
を
以
て
民
を
導
き
、
之
を
し
て

興
起
せ
し
む
る
を
謂
ふ
な
り
。
必
ず
言
ふ
べ
し
と
は
、
言
順
ふ
を
謂
ふ
な
り
。
必
ず
行
ふ
べ
し
と
は
、
事
成
る
を
謂
ふ
な

り
。
名
づ
け
て
成
る
べ
く
ん
ば
、
乃
ち
苟
も
せ
ず
と
為
す
。
余
義
は
伝
習
録

之
を
論
じ
て
尽
く
せ
り
。

［
語
釈
］

○
傳
習
録
論
之
盡

『
伝
習
録
』
・

条
で
王
陽
明
は
『
論
語
集
注
』
の
胡
氏
注
を
批
判
し
、
「
名
を
正
す
」
と
い

44

う
の
は
、
輒
が
父
の
蒯
聵
に
衛
公
の
位
を
譲
る
よ
う
頭
ご
な
し
に
強
要
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ず
輒
に
ま
ご
こ
ろ
を
込

め
て
仕
え
て
輒
の
心
を
感
化
し
、
自
然
に
父
を
追
放
し
た
こ
と
を
恥
じ
て
謝
罪
す
る
よ
う
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
輒
の
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誠
意
に
蒯
聵
も
感
化
さ
れ
、
お
互
い
に
謝
罪
の
上
で
輒
が
前
非
を
悔
い
て
善
政
を
行
う
よ
う
な
流
れ
を
作
る
こ
と
だ
、
と

し
て
い
る
。

【
四
】

○
樊
遅
請
學
稼
。
子
曰
、
吾
不
如
老
農
。
請
學
爲
圃
。
曰
、
吾
不
如
老
圃
。
樊
遅
出
。
子
曰
、
小
人
哉
樊
須
也
。
上
好
禮
則

民
莫
敢
不
敬
。
上
好
義
則
民
莫
敢
不
服
上
。
好
信
則
民
莫
敢
不
用
情
。
夫
如
是
、
則
四
方
之
民
襁
負
其
子
而
至
矣
。
焉
用
稼
。

樊
遅
欲
養
高
不
仕
。
故
以
稼
圃
爲
問
。
非
識
趣
卑
陋
者
也
。
孔
子
欲
其
爲
大
人
之
事
。
故
以
小
人
稱
之
。
詳
見
説
理
會
編

巻
十
二
。
孔
子
自
言
不
如
農
圃
、
正
其
不
可
小
知
也
。
以
禮
信
爲
大
人
之
事
、
此
其
可
大
受
也
。

［
訓
読
］

○
樊
遅
、
稼
を
学
ば
ん
こ
と
を
請
ふ
。
子
曰
く
、
吾
は
老
農
に
如
か
ず
、
と
。
圃
を
為
る
こ
と
を
学
ば
ん
こ
と
を
請
ふ
。
曰

つ
く

く
、
吾
は
老
圃
に
如
か
ず
、
と
。
樊
遅
出
づ
。
子
曰
く
、
小
人
な
る
か
な
樊
須
や
。
上

礼
を
好
め
ば
則
ち
民

敢
へ
て
敬
せ

ざ
る
莫
し
。
上

義
を
好
め
ば
則
ち
民
敢
へ
て
服
せ
ざ
る
莫
し
。
上

信
を
好
め
ば
則
ち
民
敢
へ
て
情
を
用
ひ
ざ
る
莫
し
。
夫

れ
是
く
の
ご
と
く
ん
ば
則
ち
四
方
の
民

其
の
子
を
襁
負
し
て
至
ら
ん
。
焉
ん
ぞ
稼
を
用
ひ
ん
、
と
。

樊
遅

高
き
を
養
ひ
て
仕
へ
ざ
ら
ん
と
欲
す
。
故
に
稼
圃
を
以
て
問
を
為
す
。
識
趣
卑
陋
な
る
者
に
非
ず
。
孔
子
は
其

の
大
人
の
事
を
為
す
を
欲
す
。
故
に
小
人
を
以
て
之
を
称
す
。
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
十
二
に
見
ゆ
。
孔
子
自
ら
農
圃
に

如
か
ず
と
言
ふ
は
、
正
し
く
其
の
小
知
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
礼
信
を
以
て
大
人
の
事
と
為
す
は
、
此
れ
其
の
大
受
す
べ
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き
な
り
。

［
語
釈
］

○
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二

『
説
理
会
編
』
巻
十
二
・

章
に
、
樊
遅
が
稼
圃
を
学
ん
だ
の
は
そ
の
身
を
清
く
す
る

14

た
め
で
あ
り
、
そ
の
識
趣
は
卑
陋
で
は
な
い
、
と
あ
る
。

○
正
其
不
可
小
知
也

『
論
語
』
衛
霊
公
・

章
。

33

【
五
】

○
子
曰
、
誦
詩
三
百
、
授
之
以
政
不
達
、
使
於
四
方
、
不
能
專
對
、
雖
多
亦
奚
以
爲
。

此
見
誦
詩
者
非
徒
玩
心
章
句
、
將
以
實
得
而
致
之
用
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
詩
三
百
を
誦
す
る
も
、
之
を
授
く
る
に
政
を
以
て
し
て
達
せ
ず
、
四
方
に
使
し
て
、
専
対
す
る
こ
と
能
は
ざ
れ

ば
、
多
し
と
雖
も
亦
た
奚
を
以
て
為
さ
ん
、
と
。

此
れ
詩
を
誦
す
る
者
は
徒
に
心
を
章
句
に
玩
ぶ
に
非
ず
、
将
に
実
得
を
以
て
之
を
用
に
致
さ
ん
と
す
る
を
見
す
な
り
。

し
め

【
六
】

○
子
曰
、
其
身
正
不
令
而
行
。
其
身
不
正
雖
令
不
從
。
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此
爲
當
時
所
令
反
其
所
好
者
而
發
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
其
の
身
正
し
け
れ
ば
令
せ
ず
し
て
行
は
る
。
其
の
身
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
令
す
と
雖
も
従
は
れ
ず
。

此
れ
当
時
令
す
る
所

其
の
好
む
所
に
反
す
る
者
の
為
に
し
て
発
す
。

【
七
】

○
子
曰
、
魯
衞
之
政
兄
弟
也
。

大
約
以
其
衰
弱
不
能
用
賢
圖
治
而
言
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
魯
衛
の
政
は
兄
弟
な
り
、
と
。

大
約
は
其
の
衰
弱
し
て
賢
を
用
ひ
治
を
図
る
こ
と
能
は
ざ
る
を
以
て
し
て
言
ふ
。

【
八
】

○
子
謂
衞
公
子
荊
。
善
居
室
。
始
有
曰
、
苟
合
矣
。
少
有
曰
、
苟
完
矣
。
富
有
曰
、
苟
美
矣
。

居
室
、
作
室
以
居
也
。
蓋
孔
子
在
衞
而
歎
之
。
以
爲
公
子
荊
不
以
欲
速
盡
美
累
其
心
、
則
天
資
可
以
進
道
、
而
衞
不
能
用

也
。
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［
訓
読
］

○
子
、
衛
の
公
子
荊
を
謂
ふ
。
善
く
室
に
居
る
。
始
め
有
る
に
曰
く
、
苟
か
合
ま
る
、
と
。
少
し
く
有
る
に
曰
く
、
苟
か
完

い
さ
さ

あ
つ

し
、
と
。
富
み
て
有
る
に
曰
く
、
苟
か
美
し
、
と
。

室
に
居
る
は
、
室
を
作
り
て
以
て
居
る
な
り
。
蓋
し
孔
子

衛
に
在
り
て
之
を
歎
く
。
以
為
へ
ら
く
、
公
子
荊
は
速
や

か
な
ら
ん
と
欲
し
美
を
尽
く
す
を
以
て
其
の
心
を
累
は
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
天
資
以
て
道
に
進
む
べ
き
も
、
衛
は
用
ふ
る
こ

と
能
は
ず
と
。

【
九
】

○
子
適
衞
。
冉
有
僕
。
子
曰
、
庶
矣
哉
。
冉
有
曰
、
既
庶
矣
。
又
何
加
焉
。
曰
、
富
之
。
曰
既
富
矣
。
又
何
加
焉
。
曰
、
教
之
。

庶
矣
之
嘆
、
見
衞
國
之
可
爲
也
。
然
庶
而
不
富
、
富
而
不
教
、
則
亂
亦
由
此
而
生
。

［
訓
読
］

○
子
衛
に
適
く
。
冉
有
僕
た
り
。
子
曰
く
、
庶
き
か
な
、
と
。
冉
有
曰
く
、
既
に
庶
し
。
又
た
何
を
か
加
へ
ん
、
と
。
曰
く
、

お
ほ

之
を
富
ま
さ
ん
、
と
。
曰
く
、
既
に
富
め
り
。
又
た
何
を
か
加
へ
ん
、
と
。
曰
く
、
之
を
教
へ
ん
、
と
。

庶
し
の
嘆
き
は
、
衛
国
の
為
す
べ
き
を
見
す
な
り
。
然
れ
ど
も
庶
く
し
て
富
ま
さ
ず
、
富
ま
せ
て
教
へ
ざ
れ
ば
、
則
ち

し
め

乱
も
亦
た
此
れ
に
由
り
て
生
ず
。
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【
十
】

○
子
曰
、
苟
有
用
我
者
、
期
月
而
已
可
也
。
三
年
有
成
。

聖
人
之
治
、
必
先
明
學
術
正
人
心
。
期
月
而
可
者
、
謂
人
心
皆
知
爲
善
也
。
各
充
其
善
而
行
之
、
三
年
則
人
人
皆
服
教
化
。

所
謂
治
功
成
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
苟
も
我
を
用
ふ
る
者
有
れ
ば
、
期
月
の
み
に
し
て
可
な
り
。
三
年
に
し
て
成
す
こ
と
有
ら
ん
、
と
。

聖
人
の
治
は
、
必
ず
先
づ
学
術
を
明
ら
か
に
し
て
人
心
を
正
す
。
期
月
に
し
て
可
と
は
、
人
心
皆
な
善
を
為
す
を
知
る

を
謂
ふ
な
り
。
各
其
の
善
を
充
た
し
て
之
を
行
へ
ば
、
三
年
に
し
て
則
ち
人
人
皆
な
教
化
に
服
す
。
所
謂
治
の
功
成
る
な

お
の
お
の

り
。

【
十
一
】

○
子
曰
、
善
人
爲
邦
百
年
、
亦
可
以
勝
殘
去
殺
矣
。
誠
哉
。
是
言
也
。

善
人
德
性
用
事
。
故
相
繼
百
年
、
能
勝
殘
去
殺
。
然
德
未
充
盛
、
不
及
聖
人
之
三
年
有
成
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
善
人

邦
を
為
む
る
こ
と
百
年
な
れ
ば
、
亦
た
以
て
残
に
勝
ち
殺
を
去
る
べ
し
。
誠
な
る
か
な
。
是
の
言
や
、

と
。
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善
人
の
徳
性

事
を
用
ふ
。
故
に
相
ひ
継
ぐ
こ
と
百
年
に
し
て
、
能
く
残
に
勝
ち
殺
を
去
る
。
然
れ
ど
も
徳
の
未
だ
充

ち
盛
ん
な
ら
ざ
れ
ば
、
聖
人
の
三
年
に
し
て
成
す
有
る
に
及
ば
ざ
る
な
り
。

【
十
二
】

○
子
曰
、
如
有
王
者
、
必
世
而
後
仁
。

仁
以
德
澤
言
。
比
於
三
年
有
成
者
、
澤
又
遠
矣
。
親
賢
樂
利
、
□
□
其
所
而
不
忘
前
王
。
此
必
□
□
仁
之
意
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
如
し
王
者
有
る
も
、
必
ず
世
に
し
て
後
に
仁
な
ら
ん
。

仁
は
徳
沢
を
以
て
言
ふ
。
三
年
に
比
び
て
成
す
有
る
者
は
、
沢

又
た
遠
し
。
賢
に
親
し
み
利
を
楽
し
み
、
〔
各
〕
其
の

所
を
〔
得
て
〕
前
王
を
忘
れ
ず
。
此
れ
必
ず
〔
世
に
し
て
後
に
〕
仁
な
る
の
意
な
り
。

［
語
釈
］

○
前
王
不
忘

元
は
『
詩
経
』
周
頌
・
烈
文
の
詩
だ
が
、
文
脈
と
し
て
は
『
大
学
章
句
』
止
至
善
章
か
ら
引
い
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

［
校
異
］

○
□
□
其
所

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
、
「
各
得
其
所
」
と
し
た
。

○
□
□
仁
之
意

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
、
「
世
後
仁
之
意
」
と
し
た
。
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【
十
三
】

○
子
曰
、
苟
正
其
身
矣
、
於
從
政
乎
何
有
。
不
能
正
其
身
、
如
正
人
何
。

此
爲
大
夫
而
發
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
苟
も
其
の
身
を
正
し
く
す
れ
ば
、
政
に
従
ふ
に
於
い
て
何
か
有
ら
ん
。
其
の
身
を
正
し
く
す
る
こ
と
能
は
ざ
れ

ば
、
人
を
正
す
を
如
何
せ
ん
、
と
。

此
れ
大
夫
の
為
に
し
て
発
す
。

【
十
四
】

○
冉
有
退
朝
。
子
曰
、
何
晏
也
。
對
曰
、
有
政
。
子
曰
、
其
事
也
。
如
有
政
、
雖
不
吾
以
、
吾
其
與
聞
之
。

呉
氏
曰
、
政
事
総
言
之
則
通
、
別
言
之
則
大
曰
政
、
小
曰
事
。
公
朝
之
事
曰
政
、
私
家
之
事
曰
事
。

［
訓
読
］

○
冉
有

朝
よ
り
退
く
。
子
曰
く
、
何
ぞ
晏
き
や
。
対
へ
て
曰
く
、
政
有
り
、
と
。
子
曰
く
、
其
れ
事
な
り
。
如
し
政
有
れ

お
そ

ば
、
吾
を
以
ひ
ず
と
雖
も
、
吾

其
れ
之
を
与
り
聞
か
ん
、
と
。

も
ち

呉
氏
曰
く
、
政
事
は
之
を
総
言
す
れ
ば
則
ち
通
じ
、
之
を
別
言
す
れ
ば
則
ち
大
を
政
と
曰
ひ
、
小
を
事
と
曰
ふ
。
公
朝
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の
事
を
政
と
曰
ひ
、
私
家
の
事
を
事
と
曰
ふ
と
。

[
語
釈]○

呉
氏
曰
～
私
家
之
事
曰
事

『
論
語
集
注
大
全
』
子
路
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。

14

【
十
五
】

○
定
公
問
。
一
言
可
以
興
邦
有
諸
。
孔
子
對
曰
、
言
不
可
以
若
是
其
幾
也
。
人
之
言
曰
、
爲
君
難
、
爲
臣
不
易
。
如
知
爲
君

之
難
也
、
不
幾
乎
一
言
而
興
邦
乎
。
曰
、
一
言
而
喪
邦
有
諸
。
孔
子
對
曰
、
言
不
可
以
若
是
其
幾
也
。
人
之
言
曰
、
予
無
樂

乎
爲
君
。
唯
其
言
而
莫
予
違
也
。
如
其
善
而
莫
之
違
也
、
不
亦
善
乎
。
如
不
善
而
莫
之
違
也
、
不
幾
乎
一
言
而
喪
邦
乎
。

言
之
善
者
、
所
以
善
國
。
故
曰
、
不
亦
善
乎
。
以
此
起
不
善
。
蓋
喪
邦
惟
在
不
善
而
莫
之
違
也
。
不
幾
者
、
疑
辭
。
不
□

決
言
興
喪
、
即
言
不
可
若
是
其
幾
之
意
。
聖
人
辭
不
切
追
。
此
言
之
所
以
無
罪
而
聞
之
足
以
戒
歟
。

［
訓
読
］

○
定
公
問
ふ
。
一
言
以
て
邦
を
興
す
べ
き
も
の
、
諸
有
り
や
、
と
。
孔
子
対
へ
て
曰
く
、
言
は
以
て
是
く
の
ご
と
く
其
れ
幾ち

か

か
る
べ
か
ら
ず
。
人
の
言
に
曰
く
、
君
た
る
は
難
く
、
臣
た
る
も
易
か
ら
ず
と
。
如
し
君
た
る
の
難
き
を
知
れ
ば
、
一
言
に

し
て
邦
を
興
す
に
幾
か
ら
ず
や
、
と
。
曰
く
、
一
言
に
し
て
邦
を
喪
ふ
も
の
諸
有
り
や
、
と
。
孔
子
対
へ
て
曰
く
、
言
は
以

て
是
く
の
ご
と
く
其
れ
幾
か
る
べ
か
ら
ず
。
人
の
言
に
曰
く
、
予

君
た
る
を
楽
し
む
こ
と
無
し
。
唯
だ
其
の
言
ひ
て
予
に

違
ふ
こ
と
莫
し
と
。
如
し
其
の
善
に
し
て
之
に
違
ふ
こ
と
莫
け
れ
ば
、
亦
た
善
か
ら
ず
や
。
如
し
不
善
に
し
て
之
に
違
ふ
こ
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と
莫
け
れ
ば
、
一
言
に
し
て
邦
を
喪
ふ
に
幾
か
ら
ず
や
、
と
。

言
の
善
な
る
者
は
、
国
を
善
く
す
る
所
以
な
り
。
故
に
曰
く
、
亦
た
善
か
ら
ず
や
と
。
此
れ
を
以
て
不
善
を
起
こ
す
。

蓋
し
邦
を
喪
ふ
は
惟
だ
不
善
に
し
て
之
に
違
ふ
こ
と
莫
き
に
在
り
。
幾
か
ら
ず
と
は
、
疑
ふ
の
辞
な
り
。
〔
敢
へ
て
〕
興

喪
を
決
言
せ
ざ
る
は
、
即
ち
言
は
是
く
の
ご
と
く
其
れ
幾
か
る
べ
か
ら
ざ
る
の
意
な
り
。
聖
人
の
辞
、
切
追
せ
ず
。
此
れ

言
の
罪
無
く
し
て
之
を
聞
き
て
以
て
戒
む
る
に
足
る
所
以
な
る
か
。

［
校
異
］

○
不
□
決
言
興
喪

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
、
「
不
敢
決
言
興
喪
」
と
し
た
。

【
十
六
】

○
葉
公
問
政
。
子
曰
、
近
者
悦
、
遠
者
來
。

葉
公
在
楚
、
必
有
闢
土
服
遠
之
意
。
故
告
之
以
此
。
王
道
□
民
心
爲
本
即
此
意
也
。

［
訓
読
］

○
葉
公

政
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
近
き
者
悦
べ
ば
、
遠
き
者
来
た
る
、
と
。

葉
公

楚
に
在
り
て
、
必
ず
土
を
闢
き
遠
き
を
服
す
の
意
有
り
。
故
に
之
に
告
ぐ
る
に
此
れ
を
以
て
す
。
王
道
は
民
心

を
〔
以
て
〕
本
と
為
す
と
は
、
即
ち
此
の
意
な
り
。

［
校
異
］
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○
王
道
□
民
心
爲
本

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
、
「
王
道
以
民
心
為
本
」
と
し

た
。

【
十
七
】

○
子
夏
爲
莒
父
宰
問
政
。
子
曰
、
無
欲
速
、
無
見
小
利
。
欲
速
則
不
達
、
見
小
利
則
大
事
不
成
。

急
近
功
、
則
無
悠
久
之
器
度
。
見
小
利
、
則
無
博
厚
之
規
模
。

［
訓
読
］

○
子
夏

莒
父
の
宰
と
為
り
て
政
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
速
や
か
な
ら
ん
と
欲
す
る
こ
と
無
く
、
小
利
を
見
る
こ
と
無
か
れ
。

速
や
か
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
達
せ
ず
、
小
利
を
見
れ
ば
則
ち
大
事
成
ら
ず
、
と
。

近
功
を
急
げ
ば
、
則
ち
悠
久
の
器
度
無
し
。
小
利
を
見
れ
ば
、
則
ち
博
厚
の
規
模
無
し
。

【
十
八
】

○
葉
公
語
孔
子
曰
、
吾
黨
有
直
躬
者
。
其
父
攘
羊
而
子
證
之
。
孔
子
曰
、
吾
黨
之
直
者
異
於
是
。
父
爲
子
隱
、
子
爲
父
隱
。

直
在
其
中
矣
。

直
只
是
理
之
順
自
然
、
而
無
囘
曲
處
。
證
父
攘
羊
、
則
於
理
不
順
。
其
心
安
乎
。

［
訓
読
］
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○
葉
公

孔
子
に
語
り
て
曰
く
、
吾
が
党
に
直
躬
な
る
者
有
り
。
其
の
父

羊
を
攘
み
て
子

之
を
証
す
、
と
。
孔
子
曰
く
、

吾
が
党
の
直
な
る
者
は
是
れ
に
異
な
れ
り
。
父
は
子
の
為
に
隠
し
、
子
は
父
の
為
に
隠
す
。
直
は
其
の
中
に
在
り
、
と
。

直
は
只
だ
是
れ
理
の
自
然
に
順
ひ
て
、
回
曲
の
処
無
し
。
父
の
羊
を
攘
む
を
証
す
る
は
、
則
ち
理
に
於
い
て
順
は
ず
。

其
の
心
安
ら
か
な
ら
ん
や
。

【
十
九
】

○
樊
遅
問
仁
。
子
曰
、
居
處
恭
、
執
事
敬
、
與
人
忠
、
雖
之
夷
狄
、
不
可
棄
也
。

日
用
工
夫
惟
私
居
、
應
事
、
接
人
三
者
而
已
。
恭
敬
忠
、
皆
擇
善
也
。
之
夷
狄
不
可
棄
、
固
執
也
。
○
胡
氏
以
樊
遅
問
仁

者
三
、
此
最
先
。
先
難
次
之
。
愛
人
最
後
。
愚
竊
以
先
難
爲
先
、
而
此
當
次
之
也
。
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二
。

【
訓
読
】

○
樊
遅

仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
居
処
す
る
に
恭
、
事
を
執
り
て
敬
、
人
と
与
は
り
て
忠
な
れ
ば
、
夷
狄
に
之
く
と
雖
も
、

棄
つ
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
と
。

日
用
の
工
夫
は
惟
だ
私
居
、
応
事
、
接
人
の
三
者
の
み
。
恭
、
敬
、
忠
は
、
皆
な
善
を
択
ぶ
な
り
。
夷
狄
に
之
く
と
も

棄
つ
べ
か
ら
ず
と
は
、
固
執
す
る
な
り
。
○
胡
氏
以
へ
ら
く
、
樊
遅

仁
を
問
ふ
者
三
、
此
れ
最
も
先
な
り
。
難
き
を
先

に
す
る
は
之
に
次
ぐ
。
人
を
愛
す
る
は
最
も
後
な
り
と
。
愚
窃
か
に
以
へ
ら
く
、
難
き
を
先
に
す
る
を
以
て
先
と
為
し
て
、

此
れ
は
当
に
之
に
次
ぐ
べ
し
と
。
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
十
二
に
見
ゆ
。
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［
語
釈
］

○
胡
氏
以
樊
遅

『
論
語
集
注
』
子
路
・

章
。

19

○
先
難
次
之

『
論
語
』
子
張
・

章
に
「
子
游
曰
く
、
吾
が
友
張
や
、
能
く
難
き
を
為
す
な
り
、
然
り
而
し
て
未

13

だ
仁
な
ら
ず
、
と
」
と
あ
る
。

○
愛
人
最
後

『
論
語
』
顔
淵
・

章
「
樊
遅

仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
人
を
愛
す
、
と
」
と
あ
る
。

22

○
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二

『
説
理
会
編
』
子
路
・

章
に
、
樊
遅
の
「
難
き
を
先
に
す
」
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。

14

【
二
十
】

○
子
貢
問
曰
、
何
如
斯
可
謂
之
士
矣
。
子
曰
、
行
己
有
恥
、
使
於
四
方
不
辱
君
命
、
可
謂
士
矣
。
曰
、
敢
問
其
次
。
曰
、
宗

族
稱
孝
焉
、
鄕
黨
稱
弟
焉
。
曰
、
敢
問
其
次
。
曰
、
言
必
信
、
行
必
果
、
硜
硜
然
小
人
哉
。
抑
亦
可
以
爲
次
矣
。
曰
、
今
之
從
政
者

何
如
。
子
曰
、
□
斗
筲
人
、
何
足
算
也
。

行
己
有
恥
、
而
使
不
辱
命
、
此
才
德
兼
全
之
君
子
也
。
宗
族
稱
孝
、
鄕
黨
稱
弟
、
此
善
人
也
。
但
比
之
父
母
兄
弟
、
稱
閔

子
騫
之
孝
、
而
人
無
間
言
者
尚
不
及
耳
。
言
行
硜
硜
有
恒
者
也
、
皆
無
僞
心
。
故
謂
之
士
。
斗
筲
之
人
謂
計
小
利
也
。
則
不

可
以
言
士
矣
。
此
章
人
品
次
第
、
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二
。

【
訓
読
】

○
子
貢
問
ひ
て
曰
く
、
何
如
な
れ
ば
斯
れ
之
を
士
と
謂
ふ
べ
き
や
、
と
。
子
曰
く
、
己
を
行
ひ
て
恥
有
り
、
四
方
に
使
し
て
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君
命
を
辱
め
ざ
る
は
、
士
と
謂
ふ
べ
し
、
と
。
曰
く
、
敢
へ
て
其
の
次
を
問
ふ
、
と
。
曰
く
、
宗
族

孝
を
称
し
、
郷
党

弟

を
称
す
、
と
。
曰
く
、
敢
へ
て
其
の
次
を
問
ふ
、
と
。
曰
く
、
言
必
ず
信
、
行
必
ず
果
、
硜
硜
然
た
る
小
人
か
な
。
抑
亦
た

そ
も
そ
も

以
て
次
と
為
す
べ
し
、
と
。
曰
く
、
今
の
政
に
従
ふ
者
は
何
如
、
と
。
子
曰
く
、〔
噫
、
〕
斗
筲
の
人
、
何
ぞ
算
ふ
る
に
足
ら
ん
や
、

と
。

己
を
行
ひ
て
恥
有
り
て
、
命
を
辱
め
ざ
る
は
、
此
れ
才
徳
兼
全
の
君
子
な
り
。
宗
族

孝
を
称
し
、
郷
党

弟
を
称
す
る

は
、
此
れ
善
人
な
り
。
但
だ
之
を
父
母
兄
弟
に
比
す
る
に
、
閔
子
騫
の
孝
に
し
て
、
人

間
言
す
る
こ
と
無
き
者
、
尚
ほ
及
ば

ざ
る
の
み
。
言
行
硜
硜
と
し
て
恒
有
る
者
は
、
皆
な
偽
心
無
し
。
故
に
之
を
士
と
謂
ふ
。
斗
筲
の
人
は
、
小
利
を
計
る
を
謂
ふ
な

り
。
則
ち
以
て
士
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
此
の
章
の
人
品
の
次
第
、
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
十
二
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
父
母
兄
弟
閔
子
騫
、
稱
閔
子
騫
之
孝
、
而
人
無
間
言

『
論
語
』
先
進
・

章
。

4

○
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二

『
論
語
私
存
』
巻
十
二
の
全
篇
に
わ
た
っ
て
、
孔
門
の
弟
子
に
つ
い
て
品
評
し
て
い
る

こ
と
を
指
す
か
。

［
校
異
］

○
□
斗
筲
人

『
論
語
』
に
基
づ
い
て
「
噫
斗
筲
人
」
と
し
た
。

【
二
十
一
】
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○
子
曰
、
不
得
中
行
而
與
之
、
必
狂
狷
乎
。
狂
者
進
取
、
狷
者
有
所
不
爲
也
。

中
行
狂
狷
、
詳
見
説
理
會
編
卷
十
二
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
中
行
を
得
て
之
に
与
せ
ざ
れ
ば
、
必
ず
や
狂
狷
か
。
狂
者
は
進
取
、
狷
者
は
為
さ
ざ
る
所
有
る
な
り
、
と
。

中
行
狂
狷
、
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
十
二
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
詳
見
説
理
會
編
巻
十
二

未
詳
。

【
二
十
二
】

○
子
曰
、
南
人
有
言
。
曰
、
人
而
無
恒
、
不
可
以
作
巫
醫
。
善
夫
。
不
恒
其
德
、
或
承
之
羞
。
子
曰
、
不
占
而
已
矣
。

南
人
之
言
、
本
即
巫
醫
以
言
有
恒
。
孔
子
善
之
、
則
主
人
當
有
恒
而
言
矣
。
占
、
玩
其
占
也
。
不
占
則
不
能
驗
之
於
心
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
南
人
言
有
り
。
曰
く
、
人
に
し
て
恒
無
け
れ
ば
、
以
て
巫
医
を
作
す
べ
か
ら
ず
と
。
善
き
か
な
。
其
の
徳
を
恒

に
せ
ざ
れ
ば
、
或
い
は
之
が
羞
を
承
く
、
と
。
子
曰
く
、
占
は
ざ
る
の
み
、
と
。

南
人
の
言
、
本
と
巫
医
に
即
き
て
以
て
恒
有
り
と
言
ふ
。
孔
子

之
を
善
し
と
す
る
は
、
則
ち
人
当
に
恒
有
る
べ
き
を

主
と
し
て
言
ふ
な
り
。
占
は
、
其
の
占
い
を
玩
ぶ
な
り
。
占
は
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
心
に
験
す
る
こ
と
能
は
ず
。
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［
語
釈
］

○
不
恒
其
德
、
或
承
之
羞

『
易
経
』
恒
卦
・
三
爻
爻
辞
。

【
二
十
三
】

○
子
曰
、
君
子
和
而
不
同
。
小
人
同
而
不
和
。

厚
齋
馮
氏
曰
、
和
、
如
和
羹
異
味
而
相
調
爲
一
也
。
同
、
如
雷
同
隨
聲
而
無
分
別
也
。
和
與
同
近
似
而
公
私
不
同
。
如
比

周
驕
泰
之
類
。
夫
子
故
辨
之
。
其
説
得
之
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
和
し
て
同
ぜ
ず
。
小
人
は
同
じ
て
和
せ
ず
、
と
。

厚
斎
馮
氏
曰
く
、
和
は
、
和
羹
の
味
を
異
に
し
て
、
相
ひ
調
ひ
て
一
と
為
る
が
ご
と
き
な
り
。
同
は
、
雷
同

声
に
随

ひ
て
、
分
別
無
き
が
ご
と
き
な
り
。
和
と
同
と
は
近
似
し
て
公
私
同
じ
か
ら
ず
。
比
周
、
驕
泰
の
類
の
ご
と
し
。
夫
子

故
よ
り
之
を
弁
ず
、
と
。
其
の
説

之
を
得
た
り
。

も
と［

語
釈
］

○
厚
齋
馮
氏
曰

『
論
語
集
注
大
全
』
子
路
・

章
に
同
文
が
あ
る
。

23

○
比
周

『
論
語
』
為
政
・

章
に
「
子
曰
く
、
君
子
は
周
し
て
比
せ
ず
、
小
人
は
比
し
て
周
せ
ず
、
と
」
と
あ
る
。

14

○
驕
泰

『
論
語
』
子
路
・

章
に
「
子
曰
く
、
君
子
は
泰
に
し
て
驕
な
ら
ず
、
小
人
は
驕
り
て
泰
な
ら
ず
、
と
」

26
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と
あ
る
。

【
二
十
四
】

○
子
貢
問
曰
、
鄕
人
皆
好
之
何
如
。
子
曰
、
未
可
也
。
鄕
人
皆
惡
之
何
如
。
子
曰
、
未
可
也
。
不
如
鄕
人
之
善
者
好
之
、
其

不
善
者
惡
之
。

此
章
問
答
皆
以
求
知
善
人
言
。
勉
齋
黄
氏
曰
、
不
以
鄕
人
皆
好
皆
惡
而
定
其
人
之
賢
、
必
取
□
□
善
□
之
好
、
不
善
者
之

惡
。
蓋
善
者
循
理
。
故
所
好
者
如
己
之
循
理
者
也
。
不
善
者
徇
欲
。
故
所
惡
者
必
不
如
己
之
欲
者
也
。
此
其
所
以
爲
賢
也
。

其
説
得
之
。

［
訓
読
］

○
子
貢
問
ひ
て
曰
く
、
郷
人
皆
な
之
を
好
め
ば
何
如
、
と
。
子
曰
く
、
未
だ
可
な
ら
ず
、
と
。
郷
人
皆
な
之
を
悪
め
ば
何
如
、

と
。
子
曰
く
、
未
だ
可
な
ら
ず
。
郷
人
の
善
者
は
之
を
好
み
、
其
の
不
善
者
は
之
を
悪
む
に
如
か
ず
、
と
。

此
の
章
の
問
答
は
、
皆
な
善
人
を
知
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
を
以
て
言
ふ
。
勉
斎
黄
氏
曰
く
、
郷
人
皆
な
好
み
、
皆
な
悪

む
を
以
て
し
て
、
其
の
人
の
賢
を
定
め
ず
、
必
ず
善
〔
者
〕
の
好
み
、
不
善
者
の
悪
む
を
取
〔
決
〕
す
。
蓋
し
善
者
は
理

に
循
ふ
。
故
に
好
む
所
の
者
は
己
の
理
に
循
ふ
が
ご
と
き
者
な
り
。
不
善
者
は
欲
に
徇
ふ
。
故
に
悪
む
所
の
者
は
必
ず
己

の
欲
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
者
な
り
。
此
れ
其
の
賢
と
為
す
所
以
な
り
、
と
。
其
の
説

之
を
得
た
り
。

［
語
釈
］



- 187 -

『
論
語
私
存
』
訳
注
（
十
二
）

（
水
野
・
阿
部
・
大
場
・
松
野
）

○
勉
齋
黄
氏
曰
～
此
其
所
以
爲
賢
也

『
論
語
集
注
大
全
』
子
路
・

章
に
同
文
が
あ
る
。

24

［
校
異
］

○
必
取
□
□
善
□
之
好

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
室
）
に
従
い
、
「
必
取
決
於
善
者
之
好
」

と
し
た
。

【
二
十
五
】

○
子
曰
、
君
子
易
事
而
難
説
也
。
説
之
不
以
道
、
不
説
也
。
及
其
使
人
也
、
器
之
。
小
人
難
事
而
易
説
也
。
説
之
雖
不
以
道

説
也
。
及
其
使
人
也
、
求
備
焉
。

厚
齋
馮
氏
曰
、
君
子
小
人
、
蓋
指
當
時
卿
大
夫
之
得
政
者
而
言
。
集
註
公
恕
私
刻
之
説
盡
之
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
事
へ
易
く
し
て
説
ば
せ
難
し
。
之
を
説
ば
す
に
道
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
、
説
ば
ざ
る
な
り
。
其
の
人
を
使

ふ
に
及
び
て
や
、
之
を
器
に
す
。
小
人
は
事
へ
難
く
し
て
説
ば
せ
易
し
。
之
を
説
ば
す
に
道
を
以
て
せ
ず
と
雖
も
説
ぶ
な
り
。

其
の
人
を
使
ふ
に
及
び
て
や
、
備
は
ら
ん
こ
と
を
求
む
、
と
。

厚
斎
馮
氏
曰
く
、
君
子
小
人
は
、
蓋
し
当
時
の
卿
大
夫
の
政
を
得
る
者
を
指
し
て
言
ふ
と
。
集
註
の
公
に
し
て
恕
、
私

に
し
て
刻
の
説

之
を
尽
く
す
。

［
語
釈
］
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○
厚
齋
馮
氏
曰
～
蓋
指
當
時
卿
大
夫
之
得
政
者
而
言

『
論
語
集
注
大
全
』
子
路
・

章
に
同
文
が
あ
る
。

25

○
集
註
公
恕
私
刻
之
説

『
論
語
集
注
』
子
路
・

章
に
「
君
子
之
心
は
、
公
に
し
て
恕
、
小
人
の
心
は
、
私
に
し

25

て
刻
。
天
理
人
欲
の
間
は
、
毎
に
相
ひ
反
す
る
の
み
」
と
あ
る
。

【
二
十
六
】

○
子
曰
、
君
子
泰
而
不
驕
。
小
人
驕
而
不
泰
。

驕
與
泰
相
似
。
皆
疎
散
不
拘
之
意
。
但
君
子
與
物
同
體
。
□
其
疎
散
爲
泰
。
小
人
幹
己
自
高
。
故
其
疎
散
爲
驕
。
此
以

□
泰
分
言
。
大
學
言
驕
泰
以
失
之
。
以
泰
從
驕
、
則
泰
亦
驕
而
已
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
君
子
は
泰
に
し
て
驕
な
ら
ず
。
小
人
は
驕
に
し
て
泰
な
ら
ず
、
と
。

驕
と
泰
と
相
ひ
似
る
。
皆
な
疎
散
し
て
拘
ま
ざ
る
の
意
な
り
。
但
だ
君
子
は
物
と
同
体
な
り
。
〔
故
に
〕
其
の
疎
散
は

な
づ

泰
と
為
る
。
小
人
は
己
を
幹
し
て
自
ら
高
ぶ
る
。
故
に
其
の
疎
散
は
驕
と
為
る
。
此
れ
〔
驕
〕
泰
を
以
て
分
け
て
言
ふ
。

大
学
は
驕
泰
以
て
之
を
失
ふ
と
言
ふ
。
泰
を
以
て
驕
に
従
へ
ば
、
則
ち
泰
も
亦
た
驕
な
る
の
み
。

［
語
釈
］

○
大
學
言
驕
泰
以
失
之

『
大
学
章
句
』
伝
十
章
に
「
是
の
故
に
君
子
に
大
道
あ
り
。
必
ず
忠
信
以
て
之
を
得
、
驕

泰
以
て
之
を
失
ふ
」
と
あ
る
。
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［
校
異
］

○
□
其
疎
散
爲
泰

『
論
語
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
室
）
に
従
い
、
「
故
其
疎
散
爲
泰
」
と
し
た
。

○
此
以
□
泰
分
言

『
論
語
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
室
）
に
従
い
、
「
此
以
驕
泰
分
言
」
と
し
た
。

【
二
十
七
】

○
子
曰
、
剛
毅
木
訥
、
近
仁
。

此
言
其
質
近
仁
。
於
求
仁
爲
易
耳
。
若
柔
惰
華
辯
之
人
、
則
用
力
爲
難
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
剛
毅
木
訥
、
仁
に
近
し
、
と
。

此
れ
其
の
質

仁
に
近
き
を
言
ふ
。
仁
を
求
む
る
に
於
い
て
易
し
と
為
す
の
み
。
柔
惰
華
弁
の
人
の
ご
と
き
は
、
則
ち

力
を
用
ふ
る
を
難
し
と
為
す
。

【
二
十
八
】

○
子
路
問
曰
、
何
如
斯
可
謂
之
士
矣
。
子
曰
、
切
切
偲
偲
、
怡
怡
如
也
。
可
謂
士
矣
。
朋
友
切
切
偲
偲
、
兄
弟
怡
怡
。

子
路
剛
強
、
未
免
粗
暴
。
故
告
之
以
此
。

［
訓
読
］
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○
子
路
問
ひ
て
曰
く
、
何
如
な
れ
ば
斯
れ
之
を
士
と
謂
ふ
べ
き
、
と
。
子
曰
く
、
切
切
偲
偲
、
怡
怡
如
た
り
。
士
と
謂
ふ
べ
し
。

朋
友
に
は
切
切
偲
偲
、
兄
弟
に
は
怡
怡
た
り
、
と
。

子
路
の
剛
強
、
未
だ
粗
暴
を
免
れ
ず
。
故
に
之
に
告
ぐ
る
に
此
れ
を
以
て
す
。

【
二
十
九
】

○
子
曰
、
善
人
教
民
七
年
、
亦
可
以
即
戎
矣
。

教
民
者
、
教
以
孝
弟
忠
信
之
行
、
使
知
親
上
死
長
之
義
。
如
此
、
然
後
可
以
即
戎
。
孟
子
言
壮
者
以
暇
日
修
其
孝
弟
忠

信
、
入
以
事
其
父
兄
、
出
以
事
其
長
上
、
可
使
制
梃
以
撻
秦
楚
之
堅
甲
利
兵
、
亦
是
此
意
。
謂
之
制
梃
可
撻
則
務
農
講
武
、

以
習
坐
作
進
退
之
方
、
亦
其
末
耳
。
苟
無
尊
上
死
長
之
心
、
則
雖
有
武
技
亦
不
效
死
、
驅
之
以
殉
、
將
焉
用
之
。
善
人
德

性
用
事
。
故
其
教
人
未
能
速
化
、
必
至
七
年
之
久
、
乃
始
可
用
此
。
豈
以
武
技
爲
重
哉
。
聖
人
於
即
戎
毎
言
教
民
、
亦
爲
後

世
有
以
不
教
民
戰
而
棄
之
者
。
故
諄
諄
示
戒
也
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
善
人

民
を
教
ふ
る
こ
と
七
年
、
亦
た
以
て
戎
に
即
く
べ
し
、
と
。

民
を
教
ふ
る
者
は
、
教
ふ
る
に
孝
弟
忠
信
の
行
を
以
て
し
、
上
に
親
し
み
長
に
死
す
る
の
義
を
知
ら
し
む
。
此
く
の
ご

と
く
し
て
、
然
る
後
以
て
戎
に
即
く
べ
し
。
孟
子
、
壮
者
は
暇
日
を
以
て
其
の
孝
弟
忠
信
を
修
め
、
入
り
て
は
以
て
其
の

父
兄
に
事
へ
、
出
で
て
は
以
て
其
の
長
上
に
事
ふ
れ
ば
、
梃
を
制
げ
て
以
て
秦
楚
の
堅
甲
利
兵
を
撻
た
し
む
べ
し
と
言
ふ

ひ
つ
さ

う
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も
、
亦
た
此
の
意
な
り
。
之
を
梃
を
制
げ
て
撻
つ
べ
く
ん
ば
則
ち
農
に
務
め
武
を
講
じ
、
以
て
坐
作
進
退
の
方
を
習
ふ
と

謂
ふ
は
、
亦
た
其
の
末
な
る
の
み
。
苟
も
上
を
尊
び
長
に
死
す
る
の
心
無
け
れ
ば
、
則
ち
武
技
有
り
と
雖
も
亦
た
死
を
效

さ
ず
、
之
を
駆
り
て
以
て
殉
ぜ
し
む
る
も
、
将
た
焉
ん
ぞ
之
を
用
ひ
ん
。
善
人
は
徳
性
も
て
事
を
用
ふ
。
故
に
其
の
人
を
教
へ
て

未
だ
速
や
か
に
化
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ず
、
必
ず
七
年
の
久
し
き
に
至
り
て
、
乃
ち
始
め
て
此
れ
を
用
ふ
べ
し
。
豈
に
武
技
を
以

て
重
し
と
為
さ
ん
や
。
聖
人

戎
に
即
く
に
於
い
て
、
毎
に
民
を
教
ふ
る
を
言
ふ
は
、
亦
た
後
世
に
教
へ
ざ
る
の
民
を
以
て
戦
は
し

め
て
之
を
棄
つ
る
者
有
り
と
為
せ
ば
な
り
。
故
に
諄
諄
と
し
て
戒
を
示
す
な
り
。

［
語
釈
］

○
孟
子
言
壮
者

『
孟
子
』
梁
恵
王
上
・

章
。

5

○
以
不
教
民
戰
而
棄
之

『
論
語
』
子
路
・

章
。

30

【
三
十
】

○
子
曰
、
以
不
教
民
戰
、
是
謂
棄
之
。

此
與
上
章
意
同
。
故
類
記
之
。
呉
氏
之
説
以
教
民
非
謂
教
戰
。
得
聖
人
之
意
矣
。

［
訓
読
］

○
子
曰
く
、
教
へ
ざ
る
の
民
を
以
て
戦
ふ
、
是
れ
之
を
棄
つ
と
謂
ふ
、
と
。

此
れ
上
章
の
意
と
同
じ
。
故
に
之
を
類
記
す
。
呉
氏
の
説
、
民
を
教
ふ
る
を
以
て
、
戦
を
教
ふ
と
謂
ふ
に
非
ず
と
。
聖
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人
の
意
を
得
た
り
。

［
語
釈
］

○
呉
氏
之
説

『
論
語
集
注
大
全
』
子
路
・

章
で
、
呉
氏
は
『
白
虎
通
』
を
引
い
て
右
の
議
論
を
し
て
い
る
。

30

論
語
私
存
卷
十
三
終
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論
語
私
存
卷
十
四

會
稽
季
本
箋
釋

憲
問
第
十
四

【
一
】

憲
問
恥
。
子
曰
、
邦
有
道
穀
。
邦
無
道
穀
、
恥
也
。

此
與
泰
伯
篇
邦
有
道
貧
且
賤
焉
恥
也
、
邦
無
道
富
且
貴
焉
恥
也
意
不
同
。
蓋
彼
以
可
仕
不
可
仕
而
言
、
此
以
已
仕
食
祿
者

而
言
。
邦
有
道
而
食
祿
、
則
當
行
道
濟
時
。
邦
無
道
而
食
祿
、
則
當
撥
亂
反
正
。
若
但
知
食
祿
、
皆
可
恥
也
。
見
人
當
有

經
濟
之
略
、
不
可
安
靜
無
爲
而
已
。
二
語
平
出
、
未
見
其
有
偏
重
也
。

［
訓
読
］

憲
、
恥
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
邦
に
道
有
れ
ば
穀
す
。
邦
に
道
無
き
に
穀
す
る
は
、
恥
な
り
、
と
。

此
れ
泰
伯
篇
の
邦
に
道
有
る
に
貧
し
く
且
つ
賤
し
き
は
恥
な
り
、
邦
に
道
無
き
に
富
み
且
つ
貴
き
は
恥
な
り
の
意
と
同

じ
か
ら
ず
。
蓋
し
彼
は
仕
ふ
べ
き
と
仕
ふ
べ
か
ら
ざ
る
と
を
以
て
し
て
言
ひ
、
此
は
已
に
仕
へ
て
禄
を
食
む
者
を
以
て
し

て
言
ふ
。
邦
に
道
有
り
て
禄
を
食
む
は
、
則
ち
当
に
道
を
行
ひ
て
時
を
済
ふ
べ
し
。
邦
に
道
無
く
し
て
禄
を
食
む
は
、
則

す
く

ち
当
に
乱
を
撥
き
て
正
に
反
す
べ
し
。
但
だ
祿
を
食
む
を
知
る
が
ご
と
き
は
、
皆
な
恥
づ
べ
き
な
り
。
人
、
当
に
経
済
の

略
有
る
べ
く
、
安
静
無
為
な
る
べ
か
ら
ざ
る
を
見
す
の
み
。
二
語
、
平
出
す
る
も
、
未
だ
其
の
偏
重
有
る
を
見
ざ
る
な
り
。

し
め
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［
語
釈
］

◯
泰
伯
篇
邦
有
道
貧
且
賤
焉
恥
也
、
邦
無
道
富
且
貴
焉
恥
也

『
論
語
』
泰
伯
篇
・

章
（
本
訳
注
（
八
）
）
参
照
。

13

○
經
濟

経
世
済
民
。
世
の
中
を
治
め
、
人
民
の
苦
し
み
を
救
う
こ
と
。

【
二
】

◯
克
伐
怨
欲
不
行
焉
、
可
以
爲
仁
矣
。
子
曰
、
可
以
爲
難
矣
。
仁
則
吾
不
知
也
。

克
伐
怨
欲
不
行
、
義
襲
而
有
所
正
助
也
。
故
其
工
夫
爲
難
。
在
初
學
論
之
、
則
亦
先
難
之
事
也
。
至
其
久
而
有
得
、
天
理

流
行
、
然
後
可
以
爲
仁
矣
。
但
用
力
於
難
、
亦
所
難
得
。
故
曰
、
可
以
爲
難
矣
。
四
者
雖
非
拔
去
病
根
之
事
、
然
一
有
所

覺
、
則
本
體
呈
露
、
即
可
以
去
病
根
也
。

［
訓
読
］

◯
克
、
伐
、
怨
、
欲
、
行
な
は
れ
ざ
る
、
以
て
仁
と
為
す
べ
し
。
子
曰
く
、
以
て
難
し
と
為
す
べ
し
。
仁
は
則
ち
吾
、
知
ら

ざ
る
な
り
、
と
。

克
、
伐
、
怨
、
欲
、
行
は
れ
ざ
る
は
、
義
襲
ひ
て
正
助
す
る
所
有
れ
ば
な
り
。
故
に
其
の
工
夫
、
難
し
と
為
す
。
初
学

に
在
り
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
則
ち
亦
た
難
き
を
先
と
す
る
の
事
な
り
。
其
の
久
し
く
す
る
に
至
り
て
得
る
有
り
、
天
理
流

行
し
、
然
る
後
に
以
て
仁
と
為
す
べ
し
。
但
だ
力
を
難
き
に
用
ふ
る
も
、
亦
た
得
難
き
所
な
り
。
故
に
曰
く
、
以
て
難
し

と
為
す
べ
し
と
。
四
者
は
、
病
根
を
抜
去
す
る
の
事
に
非
ず
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
一
に
覚
る
所
有
れ
ば
、
則
ち
本
体
呈
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露
し
、
即
ち
以
て
病
根
を
去
る
べ
き
な
り
。

［
語
釈
］

◯
義
襲
而
有
所
正
助

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
・
２
章
に
「
是
れ
集
義
の
生
ず
る
所
の
者
に
し
て
、
義
襲
ひ
て
之
を
取

ヽ

ヽ

る
に
非
ざ
る
な
り
…
…
必
ず
事
と
す
る
有
り
て
正
す
る
こ
と
勿
か
れ
、
心
に
忘
る
る
こ
と
勿
か
れ
、
助
長
す
る
こ

ヽ

ヽ

と
勿
か
れ
」
と
あ
る
。

【
三
】

◯
子
曰
、
士
而
懷
居
、
不
足
以
爲
士
矣
。

懷
居
、
與
小
人
懷
土
相
似
。
意
溺
安
居
、
則
無
有
爲
之
志
、
故
不
足
爲
士
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
士
に
し
て
居
を
懐
ふ
は
、
以
て
士
と
為
す
に
足
ら
ず
、
と
。

居
を
懐
ふ
は
、
小
人
の
土
を
懐
ふ
と
相
ひ
似
た
り
。
意

安
居
に
溺
る
る
は
、
則
ち
有
為
の
志
無
し
、
故
に
士
と
為
す

に
足
ら
ず
。

【
四
】

◯
子
曰
、
邦
有
道
、
危
言
危
行
。
邦
無
道
、
危
行
言
孫
。
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雙
峰
饒
氏
曰
、
行
無
時
而
不
危
。
所
謂
國
有
道
、
不
變
塞
焉
、
國
無
道
、
至
死
不
變
。
言
、
有
時
而
或
遜
。
所
謂
國
有
道
、

其
言
足
以
興
、
國
無
道
、
其
默
足
以
容
。
引
証
可
謂
明
切
矣
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
邦
に
道
有
れ
ば
、
言
を
危
く
し
行
を
危
く
す
。
邦
に
道
無
け
れ
ば
、
行
を
危
く
し
言
は
孫
ふ
、
と
。

し
た
が

双
峰
饒
氏
曰
く
、
行
、
時
と
し
て
危
く
せ
ざ
る
こ
と
無
し
。
所
謂
国
に
道
有
れ
ば
、
塞
を
変
ぜ
ず
、
国
に
道
無
け
れ
ば
、

死
に
至
る
ま
で
変
ぜ
ず
。
言
と
は
、
時
と
し
て
或
い
は
遜
ふ
有
り
。
所
謂
国
に
道
有
れ
ば
、
其
の
言
、
以
て
興
す
に
足
り
、

国
に
道
無
け
れ
ば
、
其
の
黙
、
以
て
容
る
る
に
足
る
、
と
。
引
証
、
明
切
と
謂
ふ
べ
し
。

い

［
語
釈
］

◯
雙
峰
饒
氏
曰
～
其
默
足
以
容

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
篇
・
４
章
に
同
文
が
見
え
る
。

○
所
謂
國
有
道
、
不
變
塞
焉
、
國
無
道
、
至
死
不
變

『
中
庸
』
に
「
故
に
君
子
は
和
し
て
流
れ
ず
、
強
な
る
か
な

矯
た
り
。
中
立
し
て
倚
ら
ず
、
強
な
る
か
な
矯
た
り
。
国
に
道
有
れ
ば
塞
を
変
ぜ
ず
、
強
な
る
か
な
矯
た
り
。
国

に
道
無
け
れ
ば
死
に
至
る
ま
で
変
ぜ
ず
、
強
な
る
か
な
矯
た
り
」
と
あ
る
。

【
五
】

◯
子
曰
、
有
德
者
必
有
言
。
有
言
者
不
必
有
德
。
仁
者
必
有
勇
。
勇
者
不
必
有
仁
。

有
德
者
主
於
默
成
、
不
尚
言
辭
、
然
未
有
無
言
之
德
、
故
曰
必
有
言
。
若
有
言
者
、
則
不
必
其
皆
有
德
也
。
仁
者
主
於
退
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讓
、
不
尚
勇
力
、
然
未
有
無
勇
之
仁
、
故
曰
必
有
勇
。
若
有
勇
者
、
則
不
必
其
皆
有
仁
也
。
當
時
人
所
尚
者
、
惟
言
與
勇
、

故
發
此
論
。
◯
孟
子
言
不
動
心
、
分
知
言
養
勇
爲
二
目
、
蓋
本
於
此
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
徳
有
る
者
は
必
ず
言
有
り
。
言
有
る
者
は
必
ず
し
も
徳
有
ら
ず
。
仁
者
は
必
ず
勇
有
り
。
勇
者
は
必
ず
し
も
仁

有
ら
ず
、
と
。

徳
有
る
者
は
黙
成
を
主
と
し
、
言
辞
を
尚
ば
ず
、
然
れ
ど
も
未
だ
無
言
の
徳
有
ら
ず
、
故
に
必
ず
言
有
り
と
曰
ふ
。
言

有
る
者
の
ご
と
き
は
、
則
ち
必
ず
し
も
其
れ
皆
な
徳
有
ら
ざ
る
な
り
。
仁
者
は
退
譲
を
主
と
し
、
勇
力
を
尚
ば
ず
、
然
れ

ど
も
未
だ
勇
無
き
の
仁
有
ら
ず
、
故
に
必
ず
勇
有
り
と
曰
ふ
。
勇
有
る
者
の
ご
と
き
は
、
則
ち
必
ず
し
も
其
れ
皆
な
仁
有

ら
ざ
る
な
り
。
当
時
、
人
の
尚
ぶ
所
の
者
は
、
惟
だ
言
と
勇
と
の
み
、
故
に
此
の
論
を
発
す
。
◯
孟
子
、
不
動
心
と
言
ひ
、

言
を
知
る
と
勇
を
養
ふ
と
を
分
け
て
二
目
と
為
す
は
、
蓋
し
此
に
本
づ
く
な
り
。

［
語
釈
］

◯
孟
子
言
不
動
心
、
分
知
言
、
養
勇
爲
二
目

『
孟
子
』
公
孫
丑
上
・
２
章
で
は
、
「
不
動
心
」
に
つ
い
て
二
つ
の

観
点
か
ら
論
じ
る
。
「
不
動
心
に
道
有
る
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、
孟
子
は
「
北
宮
黝
の
勇
を
養
ふ
や
」
「
孟
施

舍
の
勇
を
養
ふ
所
や
」
と
述
べ
て
北
宮
黝
と
孟
施
舍
の
勇
を
例
示
し
、
さ
ら
に
問
答
が
告
子
と
孟
子
の
「
不
動

ゆ
う

心
」
に
及
ぶ
と
、
そ
の
な
か
で
「
我

言
を
知
る
、
我

善
く
浩
然
の
気
を
養
ふ
」
と
説
い
て
い
っ
た
。
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【
六
】

◯
南
宮
适
問
於
孔
子
曰
、
羿
善
射
、
奡
盪
舟
、
俱
不
得
其
死
然
。
禹
稷
躬
稼
而
有
天
下
。
夫
子
不
答
。
南
宮
适
出
。
子
曰
、

君
子
哉
若
人
、
尚
德
哉
若
人
。

治
天
下
之
道
、
不
外
乎
教
民
稼
穡
、
使
得
以
厚
其
生
而
已
。
此
即
爲
政
以
德
之
首
務
也
。
故
曰
、
尚
德
哉
若
人
。
惟
成
德

之
君
子
、
然
後
能
尚
德
。

［
訓
読
］

◯
南
宮
适
、
孔
子
に
問
ふ
て
曰
く
、
羿
は
射
を
善
く
し
、
奡
は
舟
を
盪
か
す
、
倶
に
其
の
死
を
得
ざ
る
こ
と
然
り
。
禹
、
稷

く
わ
つ

ご
う

う
ご

は
躬
ら
稼
し
て
天
下
を
有
つ
、
と
。
夫
子
、
答
へ
ず
。
南
宮
适

出
づ
。
子
曰
く
、
君
子
な
る
か
な
若
く
の
ご
と
き
人
、
徳

か

を
尚
べ
る
か
な
若
く
の
ご
と
き
人
、
と
。

天
下
を
治
む
る
の
道
は
、
民
に
稼
穡
を
教
へ
、
以
て
其
の
生
を
厚
く
す
る
を
得
し
む
る
に
外
な
ら
ざ
る
の
み
。
此
れ
即

ち
政
を
為
す
に
徳
を
以
て
す
る
の
首
め
の
務
め
な
り
。
故
に
曰
く
、
徳
を
尚
べ
る
か
な
若
く
の
ご
と
き
人
と
。
惟
れ
成
徳

の
君
子
に
し
て
、
然
る
後
に
能
く
徳
を
尚
ぶ
。

【
七
】

◯
子
曰
、
君
子
而
不
仁
者
有
矣
夫
。
未
有
小
人
而
仁
者
也
。

顏
子
違
仁
於
三
月
之
後
、
亦
是
微
有
不
仁
者
間
之
。
此
章
深
惜
小
人
之
失
其
本
心
也
。
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［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
君
子
に
し
て
不
仁
な
る
者
有
ら
ん
か
。
未
だ
小
人
に
し
て
仁
な
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
。

顔
子
、
仁
を
三
月
の
後
に
違
ふ
は
、
亦
た
是
れ
微
か
に
不
仁
者
の
之
を
間
つ
る
こ
と
有
ら
ん
。
此
の
章
、
深
く
小
人
の

へ
だ

其
の
本
心
を
失
す
る
を
惜
し
む
な
り
。

［
語
釈
］

○
顏
子
違
仁
於
三
月
之
後

『
論
語
』
雍
也
篇
・
５
章
に
「
子
曰
く
、
回
や
其
の
心
、
三
月
仁
に
違
は
ず
。
其
の
余

は
則
ち
日
月
に
至
る
の
み
」
と
あ
る
。

【
八
】

◯
子
曰
、
愛
之
、
能
勿
勞
乎
。
忠
焉
、
能
勿
誨
乎
。

能
勿
、
猶
言
可
不
也
。
蓋
凡
人
之
愛
子
、
不
勞
則
不
能
使
之
成
人
、
臣
之
忠
君
、
不
誨
則
不
能
使
之
成
德
。
故
以
不
勞
不

誨
爲
不
可
也
。
世
固
有
愛
而
不
勞
、
忠
而
不
誨
者
、
故
言
此
以
明
忠
愛
之
道
當
然
耳
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
之
を
愛
し
て
は
、
能
く
労
す
る
こ
と
勿
か
ら
ん
や
。
忠
に
し
て
、
能
く
誨
ふ
る
こ
と
勿
か
ら
ん
や
、
と
。

お
し

能
勿
は
、
猶
ほ
可
不
と
言
ふ
が
ご
と
し
。
蓋
し
凡
そ
人
の
子
を
愛
す
る
や
、
労
せ
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
し
て
人
と
成
ら
し

む
る
能
は
ず
、
臣
の
君
に
忠
た
る
は
、
誨
へ
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
し
て
徳
を
成
さ
し
む
る
能
は
ず
。
故
に
労
せ
ず
と
誨
へ
ざ
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る
と
を
以
て
不
可
と
為
す
な
り
。
世
、
固
よ
り
愛
し
て
労
せ
ず
、
忠
に
し
て
誨
へ
ざ
る
者
有
り
、
故
に
此
れ
を
言
ひ
て
以

て
忠
愛
の
道
の
当
然
を
明
ら
か
に
す
る
の
み
。

【
九
】

◯
子
曰
、
爲
命
、
裨
諶
草
創
之
、
世
叔
討
論
之
、
行
人
子
羽
脩
飾
之
、
東
里
子
產
潤
色
之
。

厚
齋
馮
氏
謂
、
子
產
爲
政
、
用
是
三
人
草
創
討
論
脩
飾
之
。
既
成
、
乃
從
而
潤
色
之
。
通
以
其
事
歸
於
子
產
、
似
亦
如
此
。

鄭
、
小
國
也
。
當
晉
楚
爭
奪
之
衝
、
即
其
辭
命
之
善
、
而
足
以
自
保
、
見
爲
治
之
不
可
不
用
賢
也
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
命
を
為
る
に
、
卑
諶
、
之
を
草
創
し
、
世
叔
、
之
を
討
論
し
、
行
人
子
羽
、
之
を
脩
飾
し
、
東
里
の
子
産
、
之

つ
く

を
潤
色
せ
り
、
と
。

厚
斎
馮
氏
謂
ふ
、
子
産
、
政
を
為
す
、
是
を
用
て
三
人
、
之
を
草
創
、
討
論
、
脩
飾
す
。
既
に
成
れ
ば
、
乃
ち
従
り
て

之
を
潤
色
す
、
と
。
通
、
其
の
事
を
以
て
子
産
に
帰
す
る
は
、
亦
た
此
く
の
ご
と
き
に
似
た
り
。
鄭
は
、
小
国
な
り
。
晋

み
な

楚
争
奪
の
衝
に
当
た
り
て
は
、
其
の
辞
命
の
善
に
即
き
て
、
以
て
自
ら
保
つ
に
足
る
、
治
を
為
す
こ
と
の
賢
を
用
ひ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
を
見
す
な
り
。

し
め

［
語
釈
］

○
厚
齋
馮
氏
謂
～
乃
從
而
潤
色
之

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
・
９
章
に
同
文
が
見
え
る
。
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【
十
】

◯
或
問
子
產
。
子
曰
、
惠
人
也
。
問
子
西
。
曰
、
彼
哉
、
彼
哉
。
問
管
仲
。
曰
、
人
也
。
奪
伯
氏
駢
邑
三
百
、
飯
疏
食
、
沒

齒
無
怨
言
。

孟
子
謂
子
產
惠
而
不
知
爲
政
、
但
言
其
不
能
推
之
政
事
以
大
其
施
耳
、
然
愛
民
則
固
其
本
心
也
。
◯
彼
哉
者
、
外
之
之
辭
。

猶
言
非
我
同
類
也
。
◯
人
也
、
蓋
稱
管
仲
亦
是
一
人
品
、
非
謂
此
人
也
。
奪
伯
氏
駢
邑
三
百
而
無
怨
言
、
謂
討
得
其
罪
而

心
服
也
。
◯
雙
峰
饒
氏
曰
、
此
篇
凡
説
管
仲
、
夫
子
毎
護
之
、
孟
子
排
管
仲
、
皆
是
救
時
而
然
。
夫
子
之
時
、
人
不
知
有

王
。
仲
尊
王
、
亦
是
有
功
。
夫
子
所
以
護
之
。
孟
子
之
時
、
天
下
之
人
皆
知
尊
霸
術
而
賤
王
道
。
孟
子
恐
功
利
之
説
熾
、

故
於
桓
文
管
晏
一
切
抑
之
。
此
能
盡
發
其
餘
意
矣
。
管
仲
子
產
才
德
之
優
劣
、
詳
見
説
理
會
編
卷
七
。

［
訓
読
］

◯
或
ひ
と
、
子
産
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
恵
人
な
り
、
と
。
子
西
を
問
ふ
。
曰
く
、
彼
を
や
、
彼
を
や
、
と
。
管
仲
を
問
ふ
。

曰
く
、
人
な
り
。
伯
氏
の
駢
邑
三
百
を
奪
ひ
、
疏
食
を
飯
ひ
て
、
歯
を
没
す
る
ま
で
怨
言
無
し
、
と
。

孟
子
、
子
産
は
恵
に
し
て
政
を
為
す
を
知
ら
ず
と
謂
ふ
は
、
但
だ
其
の
之
を
政
事
に
推
し
て
以
て
其
の
施
す
を
大
に
す

る
能
は
ざ
る
を
言
ふ
の
み
、
然
れ
ど
も
民
を
愛
す
る
は
則
ち
固
よ
り
其
の
本
心
な
り
。
◯
彼
を
や
と
は
、
之
を
外
に
す
る

の
辞
な
り
。
猶
ほ
我
が
同
類
に
非
ず
と
言
ふ
が
ご
と
き
な
り
。
◯
人
な
り
と
は
、
蓋
し
管
仲
も
亦
た
是
れ
一
人
品
な
る
を

称
す
、
此
の
人
と
謂
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
伯
氏
の
駢
邑
三
百
を
奪
ひ
て
怨
言
無
し
と
は
、
其
の
罪
を
討
め
得
て
心
服
す
る

を
さ
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を
謂
ふ
な
り
。
◯
双
峰
饒
氏
曰
く
、
此
の
篇
は
凡
そ
管
仲
を
説
く
に
、
夫
子
、
毎
に
之
を
護
る
も
、
孟
子
、
管
仲
を
排
す

る
は
、
皆
な
是
れ
時
を
救
ひ
て
然
り
。
夫
子
の
時
、
人

王
有
る
を
知
ら
ず
。
仲

王
を
尊
ぶ
も
、
亦
た
是
れ
功
有
り
。
夫

子

之
を
護
る
所
以
な
り
。
孟
子
の
時
、
天
下
の
人
皆
な
霸
術
を
尊
び
て
王
道
を
賤
し
む
を
知
る
の
み
。
孟
子

功
利
の
説

熾
ん
な
る
を
恐
る
、
故
に
桓
、
文
、
管
、
晏
に
於
い
て
一
切

之
を
抑
ふ
、
と
。
此
れ
能
く
尽
く
其
の
余
意
を
発
せ
り
。

管
仲
、
子
産
の
才
徳
の
優
劣
、
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
七
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
孟
子
謂
子
產
惠
而
不
知
爲
政

『
孟
子
』
離
婁
章
句
下
に
、
「
子
産
、
鄭
国
の
政
を
聴
き
、
其
の
乗
輿
を
以
て
、

人
を
溱
洧
に
済
せ
り
。
孟
子
曰
く
、
恵
に
し
て
政
を
為
す
を
知
ら
ず
。
歳
の
十
一
月
に
徒
杠
成
り
、
十
二
月
に
輿

梁
成
ら
ば
、
民

未
だ
渉
を
病
ま
ざ
る
な
り
。
君
子
、
其
の
政
を
平
ら
か
に
せ
ば
、
行
き
て
人
を
辟
け
し
む
る
も

可
な
り
。
焉
く
ん
ぞ
人
人
に
し
て
之
を
済
す
を
得
ん
や
。
故
に
政
を
為
す
者
は
、
人

毎
に
し
て
之
を
悅
ば
せ
ん

と
す
れ
ば
、
日
も
亦
た
足
ら
ず
、
と
」
と
あ
る
。

○
非
謂
此
人
也

朱
熹
『
論
語
集
注
』
巻
一
四
で
は
、
「
人
や
と
は
、
猶
ほ
此
の
人
や
と
言
ふ
が
ご
と
し
。
…
…
蓋

し
桓
公

伯
氏
の
邑
を
奪
ひ
、
以
て
管
仲
に
与
ふ
」
と
あ
る
。
「
人
也
」
を
、
朱
熹
は
「
こ
の
人
や
」
〔
管
仲
と
い

う
人
は
〕
と
解
釈
す
る
の
に
対
し
、
季
本
は
「
人
な
り
」
〔
一
人
物
で
あ
る
〕
と
管
仲
を
賞
賛
し
た
言
葉
と
解
釈

す
る
。

○
雙
峰
饒
氏
曰
～
故
恒
文
管
晏
一
切
抑
之

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
篇
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。
た
だ
し
、

10
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『
論
語
集
註
大
全
』
は
「
尊
覇
術
」
を
「
尊
伯
術
」
に
作
る
。

ヽ

○
管
仲
子
產
才
德
之
優
劣
、
詳
見
説
理
會
編
卷
七

『
説
理
会
編
』
巻
七
に
、
「
朱
子
、
管
仲
の
徳
は
、
其
の
才
に

勝
ら
ず
、
子
産
の
才
は
、
其
の
徳
に
勝
ら
ず
と
謂
ふ
。
然
れ
ど
も
聖
人
の
学
は
、
則
ち
概
と
し
て
未
だ
聞
く
有
ら

ざ
る
な
り
。
夫
れ
既
に
聖
人
の
学
を
聞
か
ざ
れ
ば
、
所
謂
才
徳
な
る
者
は
何
の
指
す
所
な
る
か
を
知
ら
ず
。
輔
漢

卿
、
其
の
意
を
発
明
し
て
以
て
二
子
の
才
徳
は
資
質
を
以
て
言
ふ
と
為
す
。
故
に
其
の
事
業
も
亦
た
各
其
の
資
に

お
の
お
の

随
ひ
て
以
て
之
を
為
す
。
使
し
其
れ
聖
賢
大
学
の
道
を
知
れ
ば
、
則
ち
子
産
の
徳
、
当
に
顔
、
閔
と
科
を
同
じ
う

も

す
べ
く
し
て
、
仲
の
才
、
当
に
伊
、
呂
と
並
び
駕
す
べ
し
。
是
の
二
子
の
才
徳
は
、
蓋
し
天
資
を
指
し
て
言
ふ
な

り
。
然
れ
ど
も
才
徳
、
豈
に
分
け
て
二
と
為
す
べ
け
ん
や
。
二
子
、
皆
な
覇
者
の
佐
な
り
。
覇
者
は
仁
に
仮
り
て

以
て
徳
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
、
但
だ
天
資
よ
り
言
へ
ば
、
其
の
才
猶
ほ
正
に
近
き
の
み
。
管
仲
の
才
気
は
本
と
大
に

し
て
、
又
た
斉
の
富
強
の
勢
ひ
に
籍
り
て
、
其
の
威
権
、
以
て
発
揮
す
る
に
足
る
、
故
に
益
其
の
才
の
優
を
見
は

ま
す
ま
す

あ
ら

す
。
子
産
の
才
気
は
本
と
小
に
し
て
、
又
た
鄭
の
衰
弱
の
時
に
処
し
て
、
其
の
力
量
、
□
□
す
る
能
は
ず
、
故
に

益
其
の
才
の
劣
な
る
を
見
は
す
。
豈
に
此
に
縁
り
て
遂
に
其
の
□
□
相
ひ
勝
負
を
為
す
と
謂
ふ
べ
け
ん
や
」
と
あ

る
。

【
十
一
】

◯
子
曰
、
貧
而
無
怨
難
、
富
而
無
驕
易
。
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無
怨
、
是
心
能
知
足
。
無
驕
、
是
不
敢
自
足
。
貧
富
之
勢
不
同
、
故
所
處
有
難
易
也
。
◯
朱
子
曰
、
貧
無
怨
、
不
及
貧
而

樂
者
、
又
勝
似
無
諂
者
。
貧
而
無
諂
易
、
貧
而
無
怨
難
、
無
怨
則
進
於
樂
矣
。
雙
峰
饒
氏
曰
、
能
安
於
義
命
、
則
能
無
怨
。

若
樂
則
心
廣
體
胖
。
非
意
誠
心
正
身
脩
者
、
不
能
及
此
。
觀
子
貢
以
無
諂
對
無
驕
、
而
夫
子
以
樂
對
好
禮
、
其
淺
深
可
見
。

此
二
語
足
以
發
明
此
章
之
餘
意
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
貧
に
し
て
怨
む
こ
と
無
き
は
難
く
、
富
み
て
驕
る
こ
と
無
き
は
易
し
、
と
。

怨
む
こ
と
無
き
は
、
是
れ
心
の
能
く
足
る
を
知
る
。
驕
る
こ
と
無
き
は
、
是
れ
敢
へ
て
自
ら
足
る
と
せ
ず
。
貧
富
の
勢

同
じ
か
ら
ず
、
故
に
処
す
る
所
に
難
易
有
る
な
り
。
◯
朱
子
曰
く
、
貧
に
し
て
怨
む
こ
と
無
き
は
、
貧
に
し
て
楽
し
む
者

に
及
ば
ず
、
又
た
諂
ふ
こ
と
無
き
者
よ
り
勝
れ
り
、
と
。
貧
に
し
て
諂
ふ
こ
と
無
き
は
易
く
、
貧
に
し
て
怨
む
こ
と
無
き

は
難
し
、
怨
む
こ
と
無
け
れ
ば
則
ち
楽
し
む
に
進
む
。
双
峰
饒
氏
曰
く
、
能
く
義
命
に
安
ん
ず
れ
ば
、
則
ち
能
く
怨
む
こ

と
無
し
。
若
し
楽
し
め
ば
則
ち
心
広
く
体
胖
か
な
り
。
意
誠
に
し
て
心
正
し
く
身
脩
ま
る
者
に
非
ざ
れ
ば
、
此
に
及
ぶ
能

は
ず
。
子
貢
の
諂
ふ
無
き
を
以
て
驕
る
無
き
に
対
し
て
、
夫
子
の
楽
し
む
を
以
て
礼
を
好
む
に
対
す
る
を
観
れ
ば
、
其
の

浅
深
見
る
べ
し
、
と
。
此
の
二
語
、
以
て
此
の
章
の
余
意
を
発
明
す
る
に
足
れ
り
。

［
語
釈
］

○
朱
子
曰
、
貧
無
怨
、
不
及
貧
而
樂
者
、
又
勝
似
無
諂
易

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
篇
・

章
。

11

○
雙
峰
饒
氏
曰
～
其
淺
深
可
見

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
篇
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
『
論
語
集
註

11
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大
全
』
は
「
觀
子
貢
以
無
諂
對
無
驕
」
を
「
觀
子
貢
以
無
驕
對
無
諂
」
に
作
る
。

ヽ

ヽ

○
心
廣
體
胖

『
中
庸
』
。

○
意
誠
心
正
身
脩

『
大
学
』
に
基
づ
く
。

○
子
貢
以
無
諂
對
無
驕
、
而
夫
子
以
樂
對
好
禮

『
論
語
』
学
而
に
、
「
子
貢
曰
く
、
貧
に
し
て
諂
ふ
無
く
、
富
み

て
驕
る
無
き
は
何
如
と
。
子
曰
く
、
可
な
り
。
未
だ
貧
に
し
て
楽
し
み
、
富
み
て
礼
を
好
む
者
に
若
か
ざ
る
な
り

と
」
と
あ
る
。

【
十
二
】

◯
子
曰
、
孟
公
綽
爲
趙
魏
老
則
優
。
不
可
以
爲
滕
薛
大
夫
。

下
章
孔
子
稱
公
綽
爲
不
欲
。
不
欲
則
簡
而
不
煩
、
愈
於
有
才
無
德
者
矣
。
故
猶
有
可
用
之
地
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
孟
公
綽
は
、
趙
魏
の
老
と
為
れ
ば
則
ち
優
な
り
。
以
て
滕
薛
の
大
夫
と
為
る
べ
か
ら
ず
、
と
。

下
章
に
、
孔
子

公
綽
を
称
し
て
不
欲
と
為
す
。
不
欲
は
則
ち
簡
に
し
て
煩
な
ら
ず
、
才
有
り
て
徳
無
き
者
よ
り
愈
れ

り
。
故
に
猶
ほ
用
ふ
べ
き
の
地
有
り
。

［
訓
読
］

○
下
章
孔
子
稱
公
綽
爲
不
欲

『
論
語
』
憲
問
・

章
参
照
。

13
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【
十
三
】

◯
子
路
問
成
人
。
子
曰
、
若
臧
武
仲
之
知
、
公
綽
之
不
欲
、
卞
莊
子
之
勇
、
冉
求
之
藝
、
文
之
以
禮
樂
、
亦
可
以
爲
成
人
矣
。

曰
、
今
之
成
人
者
何
必
然
。
見
利
思
義
、
見
危
授
命
、
久
要
不
忘
平
生
之
言
、
亦
可
以
爲
成
人
矣
。

文
之
以
禮
樂
、
非
必
兼
此
四
人
之
長
、
就
使
止
於
一
人
之
長
而
以
禮
樂
文
之
、
則
亦
爲
中
和
之
德
。
如
伯
夷
柳
下
惠
之
皆

可
以
言
聖
矣
。
◯
曰
今
之
成
人
以
下
、
胡
氏
以
爲
子
路
之
言
、
是
也
。
蓋
見
危
授
命
、
見
利
思
義
、
久
要
不
忘
平
生
之
言
、

皆
子
路
之
所
已
能
、
而
自
謂
亦
可
以
爲
成
人
、
是
即
終
身
誦
之
之
意
也
。
其
下
必
有
孔
子
答
之
之
言
、
而
今
亡
矣
。
不
然

則
孔
子
不
應
以
子
路
之
所
已
能
者
、
俯
而
就
之
也
。
若
此
言
出
於
子
路
、
而
其
志
止
於
如
此
、
亦
豈
宜
無
一
誨
辭
邪
。
平

生
之
言
、
即
久
要
也
。

［
訓
読
］

◯
子
路
、
成
人
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
臧
武
仲
の
知
、
公
綽
の
不
欲
、
卞
荘
子
の
勇
、
冉
求
の
芸
の
ご
と
き
、
之
を
文
る
に
礼

か
ざ

楽
を
以
て
す
れ
ば
、
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
べ
し
、
と
。
曰
く
、
今
の
成
人
な
る
者
は
、
何
ぞ
必
ず
し
も
然
ら
ん
。
利
を
見

て
は
義
を
思
ひ
、
危
き
を
見
て
は
命
を
授
け
、
久
要
、
平
生
の
言
を
忘
れ
ざ
れ
ば
、
亦
た
以
て
成
人
と
為
す
べ
し
、
と
。

之
を
文
る
に
礼
楽
を
以
て
す
と
は
、
必
ず
し
も
此
の
四
人
の
長
を
兼
ぬ
る
に
非
ず
、
就
ち
使
し
止
だ
一
人
の
長
に
於
い

す
な
は

も

た

て
し
て
礼
楽
を
以
て
之
を
文
れ
ば
、
則
ち
亦
た
中
和
の
徳
と
為
る
。
伯
夷
、
柳
下
恵
の
皆
な
以
て
聖
と
言
ふ
べ
き
が
ご
と

し
。
◯
曰
く
、
今
の
成
人
以
下
、
胡
氏
以
て
子
路
の
言
と
為
す
は
、
是
な
り
。
蓋
し
危
き
を
見
て
は
命
を
授
け
、
利
を
見

ぜ
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て
は
義
を
思
ひ
、
久
要
、
平
生
の
言
を
忘
れ
ざ
る
は
、
皆
な
子
路
の
已
に
能
く
す
る
所
に
し
て
、
自
ら
亦
た
以
て
成
人
と

為
す
べ
し
と
謂
ふ
は
、
是
れ
即
ち
終
身
、
之
を
誦
す
る
の
意
な
り
。
其
の
下
、
必
ず
孔
子
の
之
に
答
ふ
る
の
言
有
ら
ん
、

而
れ
ど
も
今
亡
し
。
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
孔
子
、
応
に
子
路
の
已
に
能
く
す
る
所
の
者
を
以
て
、
俯
し
て
之
に
就
く
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。
若
し
此
の
言
、
子
路
よ
り
出
で
て
、
其
の
志
、
此
く
の
ご
と
き
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
亦
た
豈
に
宜
し
く
一
誨

辞
無
か
る
べ
け
ん
や
。
平
生
の
言
、
即
ち
久
要
な
り
。

［
語
釈
］

○
終
身
誦
之

『
論
語
』
子
罕
・

章
に
「
忮
は
ず
求
め
ず
、
何
を
用
て
か
臧
か
ら
ざ
ら
ん
。
子
路
、
終
身

之
を

そ
こ
な

よ

28

誦
す
」
と
あ
る
。

［
校
異
］

○
蓋
見
危
授
命
、
見
利
思
義

底
本
、
「
蓋
見
危
授
命
、
見
得
思
義
」
に
作
る
。
『
論
語
』
本
文
に
従
っ
て
改
め

ヽ

た
。

【
十
四
】

◯
子
問
公
叔
文
子
於
公
明
賈
曰
、
信
乎
、
夫
子
不
言
、
不
笑
、
不
取
乎
。
公
明
賈
對
曰
、
以
告
者
過
也
。
夫
子
時
然
後
言
、

人
不
厭
其
言
。
樂
然
後
笑
、
人
不
厭
其
笑
、
義
然
後
取
、
人
不
厭
其
取
。
子
曰
、
其
然
。
豈
其
然
乎
。

其
然
之
其
、
疑
辭
。
豈
其
然
乎
、
猶
曰
或
者
其
然
乎
。
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［
訓
読
］

◯
子
、
公
叔
文
子
を
公
明
賈
に
問
ひ
て
曰
く
、
信
な
る
か
、
夫
子
の
言
は
ず
、
笑
は
ず
、
取
ら
ざ
る
こ
と
、
と
。
公
明
賈
対

へ
て
曰
く
、
以
て
告
ぐ
る
者
過
ぐ
る
な
り
。
夫
子
、
時
に
し
て
然
る
後
に
言
ふ
、
人

其
の
言
ふ
こ
と
を
厭
は
ず
。
楽
し
み

て
然
る
後
に
笑
ふ
、
人

其
の
笑
ふ
こ
と
を
厭
は
ず
、
義
あ
り
て
然
る
後
に
取
る
、
人

其
の
取
る
こ
と
を
厭
は
ず
、
と
。
子

曰
く
、
其
れ
然
ら
ん
や
。
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や
、
と
。

其
れ
然
ら
ん
や
の
其
は
、
疑
辞
な
り
。
豈
に
其
れ
然
ら
ん
や
と
は
、
猶
ほ
或
い
は
其
れ
然
ら
ん
や
と
曰
ふ
が
ご
と
し
。

【
十
五
】

◯
子
曰
、
臧
武
仲
以
防
求
爲
後
於
魯
、
雖
曰
不
要
君
、
吾
不
信
也
。

要
君
、
雖
未
至
於
叛
、
其
實
以
叛
挾
之
也
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
臧
武
仲
、
防
を
以
て
後
を
魯
に
為
す
こ
と
を
求
む
。
君
を
要
せ
ず
と
曰
ふ
と
雖
ど
も
、
吾
は
信
ぜ
ざ
る
な
り
、

と
。

君
を
要
す
と
は
、
未
だ
叛
く
に
至
ら
ず
と
雖
ど
も
、
其
の
実
、
叛
を
以
て
之
を
挾
む
な
り
。

さ
し
は
さ

【
十
六
】
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◯
子
曰
、
晉
文
公
譎
而
不
正
、
齊
桓
公
正
不
譎
。

二
君
譎
正
、
詳
見
春
秋
私
考
僖
公
□
十
八
年
。
齊
桓
之
霸
在
晉
文
之
前
、
此
以
晉
先
齊
者
、
蓋
晉
一
變
而
後
可
以
至
齊
之

意
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
晋
の
文
公
は
、
譎
り
て
正
し
か
ら
ず
、
斉
の
桓
公
は
正
し
く
し
て
譎
ら
ず
、
と
。

い
つ
は

二
君
の
譎
正
、
詳
し
く
は
春
秋
私
考
僖
公
〔
二
〕
十
八
年
に
見
ゆ
。
斉
桓
の
霸
は
晋
文
の
前
に
在
り
、
此
れ
晋
を
以
て

斉
に
先
ん
ず
る
者
は
、
蓋
し
晋
は
一
変
し
て
後
に
以
て
斉
に
至
る
べ
き
の
意
な
り
。

［
語
釈
］

○
春
秋
私
考
僖
公
二
十
八
年

季
本
『
春
秋
私
考
』
巻
九
に
、
晋
の
文
公
と
斉
の
桓
公
の
譎
・
正
に
つ
い
て
の
論

が
見
え
る
。

［
校
異
］

○
僖
公
□
十
八
年

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
「
僖
公
二
十
八
年
」
と
し
た
。

【
十
七
】

◯
子
路
曰
、
桓
公
殺
公
子
糾
。
召
忽
死
之
、
管
仲
不
死
。
曰
、
未
仁
乎
。
子
曰
、
桓
公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
管
仲
之
力

也
。
如
其
仁
、
如
其
仁
。
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管
仲
不
死
子
糾
之
難
、
子
路
疑
其
未
仁
。
蓋
以
忘
君
事
讐
爲
忍
心
害
理
也
。
及
孔
子
告
之
、
曰
桓
公
九
合
諸
侯
、
不
以
兵

車
、
管
仲
之
力
也
。
如
其
仁
、
如
其
仁
。
朱
子
謂
其
利
澤
及
人
、
有
仁
之
功
、
則
從
事
功
上
許
其
仁
也
。
聖
人
於
仁
、
未

嘗
輕
以
許
人
、
如
顏
子
之
德
、
但
曰
三
月
不
違
仁
、
仲
弓
之
賢
、
猶
曰
不
知
其
仁
。
皆
以
其
心
之
私
欲
不
能
盡
去
、
則
全

體
之
仁
爲
有
間
也
。
事
功
安
足
以
語
仁
哉
。
且
事
功
之
仁
、
與
子
路
所
問
之
意
主
於
心
者
不
相
應
、
註
説
似
失
旨
矣
。
蓋

原
管
仲
不
死
子
糾
時
之
心
、
以
爲
子
糾
是
桓
公
之
弟
初
但
與
之
同
奔
、
君
臣
之
分
未
定
也
。
及
桓
公
入
齊
爲
君
、
則
當
君

桓
公
而
已
、
乃
輔
子
糾
以
爭
國
、
是
私
於
所
事
、
非
理
之
正
也
。
棄
邪
反
正
、
以
立
事
功
、
豈
不
愈
於
死
乎
。
即
其
悔
心

之
萌
、
或
者
出
於
一
念
之
仁
、
未
可
知
也
。
故
以
九
合
諸
侯
、
不
以
兵
車
、
爲
管
仲
之
力
。
蓋
即
利
澤
及
人
、
以
見
其
欲

立
事
功
之
初
志
、
而
於
召
忽
之
死
、
則
比
之
匹
夫
匹
婦
自
經
溝
瀆
之
諒
、
是
不
以
管
仲
之
不
死
爲
有
害
於
心
德
也
。
然
不

可
必
以
其
爲
仁
、
故
謂
之
如
、
謂
之
其
。
曰
如
、
曰
□
、
□
或
也
、
言
或
者
其
出
於
仁
耳
。
蓋
以
心
言
、
非
以
事
功
言
也
。

九
合
諸
侯
不
以
兵
車
之
説
、
詳
見
春
秋
私
考
莊
公
十
四
年
。

［
訓
読
］

◯
子
路
曰
く
、
桓
公

公
子
糾
を
殺
す
。
召
忽
は
之
に
死
し
、
管
仲
は
死
せ
ず
と
。
曰
く
、
未
だ
仁
な
ら
ざ
る
か
、
と
。
子

曰
く
、
桓
公

諸
侯
を
九
合
す
る
に
、
兵
車
を
以
て
せ
ざ
る
は
、
管
仲
の
力
な
り
。
其
の
仁
に
如
か
ん
や
、
其
の
仁
に
如
か

し

ん
や
、
と
。

管
仲
は
子
糾
の
難
に
死
せ
ず
、
子
路

其
の
未
だ
仁
な
ら
ざ
る
を
疑
ふ
。
蓋
し
君
を
忘
れ
讐
に
事
ふ
る
を
以
て
心
を
忍

ば
し
め
て
理
を
害
す
と
為
せ
ば
な
り
。
孔
子

之
に
告
ぐ
る
に
及
び
て
、
曰
く
、
桓
公

諸
侯
を
九
合
す
る
に
、
兵
車
を
以
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て
せ
ざ
る
は
、
管
仲
の
力
な
り
。
其
の
仁
に
如
か
ん
や
、
其
の
仁
に
如
か
ん
や
、
と
。
朱
子
、
其
の
利
沢
、
人
に
及
べ
ば
、

仁
の
功
有
り
と
謂
ふ
は
、
則
ち
事
功
の
上
よ
り
其
の
仁
を
許
せ
ば
な
り
。
聖
人
の
仁
に
於
け
る
、
未
だ
嘗
て
軽
し
く
以
て

人
に
許
さ
ず
、
顔
子
の
徳
、
但
だ
三
月

仁
に
違
は
ず
と
曰
ひ
、
仲
弓
の
賢
、
猶
ほ
其
の
仁
を
知
ら
ず
と
曰
ふ
。
皆
な
其

の
心
の
私
欲
、
尽
く
は
去
る
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
全
体
の
仁
に
間
有
り
と
為
す
を
以
て
な
り
。
事
功
は
、
安
ん
ぞ
以
て
仁

を
語
る
に
足
ら
ん
や
。
且
つ
事
功
の
仁
と
、
子
路
の
問
ふ
所
の
意
の
心
を
主
と
す
る
者
と
相
ひ
応
ぜ
ず
、
註
の
説
、
旨
を

失
す
る
に
似
た
り
。
蓋
し
管
仲

子
糾
に
死
せ
ざ
る
時
の
心
を
原
ぬ
れ
ば
、
以
為
へ
ら
く
子
糾
は
是
れ
桓
公
の
弟
、
初
め

た
づ

但
だ
之
と
同
に
奔
る
、
君
臣
の
分
、
未
だ
定
ま
ら
ざ
る
な
り
。
桓
公
の
斉
に
入
り
て
君
と
為
る
に
及
べ
ば
、
則
ち
当
に
桓

と
も

公
を
君
と
す
べ
き
の
み
、
乃
ち
子
糾
を
輔
け
て
以
て
国
を
争
ふ
は
、
是
れ
事
ふ
る
所
を
私
す
、
理
の
正
に
非
ざ
る
な
り
と
。

邪
を
棄
て
正
に
反
り
、
以
て
事
功
を
立
つ
る
は
、
豈
に
死
よ
り
愈
ら
ず
や
。
其
の
悔
心
の
萌
す
に
即
き
て
、
或
い
は
一
念

の
仁
よ
り
出
づ
る
は
、
未
だ
知
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。
故
よ
り
諸
侯
を
九
合
す
る
に
、
兵
車
を
以
て
せ
ざ
る
を
以
て
、
管

も
と

仲
の
力
と
為
す
。
蓋
し
利
沢
、
人
に
及
ぶ
に
即
き
て
は
、
以
て
其
の
事
功
を
立
て
ん
と
欲
す
る
の
初
志
を
見
す
。
而
し
て

し
め

召
忽
の
死
に
於
い
て
は
、
則
ち
之
を
匹
夫
匹
婦
の
自
ら
溝
瀆
に
経
る
の
諒
に
比
す
、
是
れ
管
仲
の
死
せ
ざ
る
を
以
て
心
徳

く
び

を
害
す
る
こ
と
有
り
と
為
さ
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
必
ず
し
も
其
れ
を
以
て
仁
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
故
に
之
を
如
と
謂
ひ
、

之
を
其
と
謂
ふ
。
如
と
曰
ひ
、
〔
其
〕
と
曰
ふ
は
、
〔
猶
ほ
〕
或
〔
の
ご
と
く
〕
、
或
い
は
其
の
仁
よ
り
出
づ
と
言
ふ
の
み
。

蓋
し
心
を
以
て
言
ひ
、
事
功
を
以
て
言
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。
諸
侯
を
九
合
す
る
に
兵
車
を
以
て
せ
ざ
る
の
説
、
詳
し
く
は

春
秋
私
考
荘
公
十
四
年
に
見
ゆ
。
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［
語
釈
］

○
朱
子
謂
其
利
澤
及
人
、
有
仁
之
功

『
論
語
集
注
』
憲
問
・

章
。

17

○
顏
子
之
德
、
但
曰
三
月
不
違
仁

『
論
語
』
雍
也
・
７
章
に
「
回
や
其
の
心
三
月
仁
に
違
は
ず
」
と
あ
る
。

○
仲
弓
之
賢
、
猶
曰
不
知
其
仁

『
論
語
』
公
冶
長
・
５
章
に
「
或
ひ
と
曰
く
、
雍
や
、
仁
に
し
て
佞
な
ら
ず
。
子

曰
く
、
…
…
其
の
仁
を
知
ら
ず
、
焉
ん
ぞ
佞
を
用
ひ
ん
」
と
あ
る
。

○
春
秋
私
考
莊
公
十
四
年

季
本
『
春
秋
私
考
』
巻
六
。

［
校
異
］

○
曰
□
、
□
或
也

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
「
曰
其
、
猶
或
也
」
と
し
た
。

【
十
八
】

◯
子
貢
曰
、
管
仲
非
仁
者
與
。
桓
公
殺
公
子
糾
、
不
能
死
、
又
相
之
。
子
曰
、
管
仲
相
桓
公
、
霸
諸
侯
、
一
匡
天
下
、
民
到

于
今
受
其
賜
。
微
管
仲
、
吾
其
被
髮
左
衽
矣
。
豈
若
匹
夫
匹
婦
之
爲
諒
也
、
自
經
於
溝
瀆
而
莫
之
知
也
。

此
章
就
相
上
説
事
功
。
蓋
管
仲
能
相
桓
公
、
以
成
霸
業
、
非
不
知
大
義
者
所
能
爲
。
故
以
召
忽
斷
之
、
以
明
仲
不
死
之
無

害
於
仁
也
。
意
亦
與
上
章
同
。

［
訓
読
］

◯
子
貢
曰
く
、
管
仲
は
仁
者
に
非
ざ
る
か
。
桓
公

公
子
糾
を
殺
す
に
、
死
す
る
こ
と
能
は
ず
、
又
た
之
に
相
た
り
、
と
。
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子
曰
く
、
管
仲

桓
公
に
相
た
り
て
、
諸
侯
に
覇
た
ら
し
め
、
天
下
を
一
匡
し
、
民

今
に
到
る
ま
で
其
の
賜
を
受
く
。
管
仲

微
か
り
せ
ば
、
吾
れ
其
れ
被
髪
左
衽
せ
ん
、
豈
に
匹
夫
匹
婦
の
諒
を
為
す
や
、
自
ら
溝
瀆
に
経
れ
て
、
之
を
知
る
も
の
莫
き

な

く
び

が
ご
と
く
な
ら
ん
や
、
と
。

此
の
章
、
相
の
上
に
就
い
て
事
功
を
説
く
。
蓋
し
管
仲
能
く
桓
公
に
相
た
り
て
、
以
て
霸
業
を
成
さ
し
む
、
大
義
を
知

る
者
の
能
く
為
す
所
な
ら
ざ
る
に
非
ず
。
故
に
召
忽
を
以
て
之
を
断
じ
、
以
て
仲
の
死
せ
ざ
る
の
仁
を
害
ふ
無
き
を
明
ら

か
に
す
る
な
り
。
意
、
亦
た
上
章
と
同
じ
。

【
十
九
】

◯
公
叔
文
子
之
臣
大
夫
僎
、
與
文
子
同
升
諸
公
。
子
聞
之
曰
、
可
以
爲
文
。

僎
、
文
子
之
家
臣
也
。
因
薦
爲
大
夫
、
故
曰
大
夫
僎
。
文
是
謚
。
雙
峰
饒
氏
曰
、
今
之
所
謂
謚
法
未
必
果
出
周
公
、
恐
後

人
因
經
傳
所
有
而
附
會
之
。
如
錫
民
爵
位
謂
之
文
、
直
無
意
義
。
夫
子
所
稱
、
蓋
謂
文
子
所
爲
如
此
、
是
亦
無
愧
於
文
之

謚
矣
。
非
指
此
爲
文
也
。
孔
文
子
好
學
下
問
、
是
以
謂
之
文
、
却
是
正
説
所
以
爲
文
之
義
。
其
意
盡
矣
。

［
訓
読
］

◯
公
叔
文
子
の
臣
、
大
夫
の
僎
、
文
子
と
同
じ
く
諸
を
公
に
升
す
。
子

之
を
聞
き
て
曰
く
、
以
て
文
と
為
す
べ
し
、
と
。

こ
れ

僎
は
、
文
子
の
家
臣
な
り
。
薦
め
て
大
夫
と
為
る
に
因
り
て
、
故
に
大
夫
僎
と
曰
ふ
。
文
は
是
れ
謚
な
り
。
双
峰
饒
氏

曰
く
、
今
の
所
謂
謚
法
は
、
未
だ
必
ず
し
も
果
た
し
て
周
公
よ
り
出
で
ず
、
恐
ら
く
は
後
人

経
伝
の
有
る
所
に
因
り
て
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之
を
附
会
す
。
民
に
爵
位
を
錫
ふ
、
之
を
文
と
謂
ふ
が
ご
と
き
は
、
直
だ
意
義
無
し
。
夫
子
の
称
す
る
所
、
蓋
し
文
子
の

た
ま

為
す
所
此
く
の
ご
と
く
な
る
も
、
是
れ
も
亦
た
文
の
謚
に
愧
づ
る
こ
と
無
し
と
謂
ふ
。
此
を
指
し
て
文
と
為
す
に
非
ざ
る

な
り
。
孔
文
子
、
学
を
好
み
下
問
す
、
是
を
以
て
之
を
文
と
謂
ふ
、
却
て
是
れ
正
に
文
た
る
所
以
の
義
を
説
く
と
。
其
の

意
尽
く
せ
り
。

［
語
釈
］

○
雙
峰
饒
氏
曰
～
却
是
正
説
所
以
爲
文
之
義

『
論
語
集
注
大
全
』
憲
問
篇
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。

19

○
文
子
所
爲
如
此

『
論
語
』
公
冶
長
・

章
に
「
子
貢
問
ひ
て
曰
く
、
孔
文
子
は
何
を
以
て
之
を
文
と
謂
ふ
や
、

14

と
。
子
曰
く
、
敏
に
し
て
学
を
好
み
、
下
問
を
恥
ぢ
ず
。
是
を
以
て
之
を
文
と
謂
ふ
な
り
」
と
あ
る
。
『
論
語
集

注
』
で
は
、
「
蘇
氏
曰
く
、
孔
文
子

太
叔
疾
を
し
て
其
の
妻
を
出
だ
さ
し
め
て
之
に
妻
は
す
。
疾

初
め
の
妻
の

娣
に
通
ず
。
文
子
怒
り
、
将
に
之
を
攻
め
ん
と
し
て
、
仲
尼
を
訪
ぬ
。
仲
尼
対
へ
ず
、
駕
を
命
じ
て
行
く
。
疾

宋
に
奔
る
。
文
子

疾
の
弟
の
遺
を
し
て
孔
姞
を
室
と
せ
し
む
。
其
の
人
と
為
り
此
く
の
ご
と
く
し
て
、
諡
を
文

と
曰
ふ
。
此
れ
子
貢
の
疑
ひ
て
問
ふ
所
以
な
り
」
と
孔
文
子
の
行
い
を
引
用
す
る
。

［
校
異
］

○
而
附
會
之

底
本
は
「
而
傳
會
之
」
に
作
る
。
『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
っ
て
改

め
た
。
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【
二
十
】

◯
子
言
衞
靈
公
之
無
道
也
。
康
子
曰
、
夫
如
是
、
奚
而
不
喪
。
孔
子
曰
、
仲
叔
圉
治
賓
客
、
祝
鮀
治
宗
廟
、
王
孫
賈
治
軍
旅
。

夫
如
是
、
奚
其
喪
。

舉
三
人
而
不
及
蘧
伯
玉
、
必
伯
玉
時
已
不
存
矣
。
圉
鮀
賈
者
、
孟
子
所
謂
事
君
人
者
、
蓋
亦
能
忠
於
所
事
耳
。

［
訓
読
］

◯
子
、
衛
の
霊
公
の
無
道
な
る
を
言
ふ
な
り
。
康
子
曰
く
、
夫
れ
是
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
奚
ぞ
喪
び
ざ
る
、
と
。
孔
子
曰

な
ん

く
、
仲
叔
圉
は
賓
客
を
治
め
、
祝
鮀
は
宗
廟
を
治
め
、
王
孫
賈
は
軍
旅
を
治
む
。
夫
れ
是
く
の
ご
と
く
な
れ
ば
、
奚
ぞ
其
れ

ぎ
よ

だ

か

喪
び
ん
、
と
。

三
人
を
挙
げ
て
蘧
伯
玉
に
及
ば
ず
、
必
ず
伯
玉
、
時
に
已
に
存
せ
ず
。
圉
、
鮀
、
賈
な
る
者
は
、
孟
子
の
所
謂
君
に
事
ふ

る
の
人
な
る
者
、
蓋
し
亦
た
能
く
事
ふ
る
所
に
忠
な
る
の
み
。

［
語
釈
］

○
孟
子
所
謂
事
君
人
者

『
孟
子
』
尽
心
上
に
、
「
孟
子
曰
く
、
君
に
事
ふ
る
の
人
な
る
者
有
り
。
是
の
君
に
事
ふ

る
と
き
は
、
則
ち
容
悦
を
為
す
者
な
り
。
社
稷
を
安
ん
ず
る
臣
な
る
者
有
り
。
社
稷
を
安
ん
ず
る
を
以
て
悦
ば
し

む
る
こ
と
を
為
す
者
な
り
。
天
民
な
る
者
有
り
、
達
し
て
天
下
に
行
は
る
べ
く
し
て
後
に
之
を
行
ふ
者
な
り
。
大

人
な
る
者
有
り
。
己
を
正
し
く
し
て
物
正
し
き
者
な
り
」
と
あ
る
。
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【
二
十
一
】

◯
子
曰
、
其
言
之
不
怍
、
則
爲
之
也
難
。

不
恥
其
言
者
、
不
知
爲
之
難
者
也
。
知
爲
之
難
、
則
必
能
訒
其
言
矣
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
其
の
言
に
之
れ
怍
ぢ
ざ
れ
ば
、
則
ち
之
を
為
す
や
難
し
、
と
。

は

其
の
言
に
恥
ぢ
ざ
る
者
は
、
之
を
為
す
こ
と
の
難
き
を
知
ら
ざ
る
者
な
り
。
之
を
為
す
こ
と
の
難
き
を
知
れ
ば
、
則
ち

必
ず
能
く
其
の
言
を
訒
に
す
。

じ
ん

［
語
釈
］

○
訒
其
言

『
論
語
』
顔
淵
・
３
章
に
「
司
馬
牛
、
仁
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
仁
者
は
其
の
言
や
訒
。
曰
く
、
其
の
言

や
訒
、
斯
れ
之
を
仁
と
謂
ふ
べ
き
か
。
子
曰
く
、
之
を
為
す
こ
と
難
し
。
之
を
言
ふ
に
訒
な
る
こ
と
無
き
を
得
ん

や
」
と
あ
る
。

【
二
十
二
】

◯
陳
成
子
弒
簡
公
。
孔
子
沐
浴
而
朝
、
告
於
哀
公
曰
、
陳
恆
弒
其
君
。
請
討
之
。
公
曰
、
告
夫
三
子
。
孔
子
曰
、
以
吾
從
大

夫
之
後
、
不
敢
不
告
也
。
君
曰
、
告
夫
三
子
者
。
之
三
子
告
、
不
可
。
孔
子
曰
、
以
吾
從
大
夫
之
後
、
不
敢
不
告
也
。

孔
子
欲
討
陳
恆
、
雖
欲
伸
天
下
之
大
義
、
然
必
度
德
量
力
而
後
動
。
魯
衆
齊
半
之
說
、
豈
可
盡
非
哉
。
程
子
上
告
天
子
、
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下
告
方
伯
之
言
、
近
於
迂
、
故
胡
氏
以
爲
先
發
後
聞
可
也
。

［
訓
読
］

◯
陳
成
子

簡
公
を
弑
せ
り
。
孔
子

沐
浴
し
て
朝
し
、
哀
公
に
告
げ
て
曰
く
、
陳
恒

其
の
君
を
弑
せ
り
。
請
ふ
、
之
を
討

た
ん
、
と
。
公
曰
く
、
夫
の
三
子
に
告
げ
よ
、
と
。
孔
子
曰
く
、
吾
の
大
夫
の
後
に
従
ふ
を
以
て
、
敢
へ
て
告
げ
ず
ん
ば
あ

か

ら
ざ
る
な
り
、
と
。
君
曰
く
、
夫
の
三
子
者
に
告
げ
よ
、
と
。
三
子
に
之
き
て
告
ぐ
。
可
か
ず
。
孔
子
曰
く
、
吾
、
大
夫
の

き

後
に
従
ふ
を
以
て
、
敢
へ
て
告
げ
ず
ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
、
と
。

孔
子
、
陳
恒
を
討
た
ん
と
欲
す
、
天
下
の
大
義
を
伸
ば
さ
ん
と
欲
す
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
徳
を
度
り
力
を
量
り

て
後
に
動
く
。
魯
衆
斉
半
の
説
、
豈
に
尽
く
非
と
す
べ
け
ん
や
。
程
子
の
上
は
天
子
に
告
げ
、
下
は
方
伯
に
告
ぐ
る
の
言
、

迂
に
近
し
。
故
に
胡
氏
以
て
先
づ
発
し
後
に
聞
し
て
可
な
り
と
為
す
。

［
語
釈
］

○
魯
衆
斉
半
之
説

皇
侃
『
論
語
義
疏
』
憲
問
篇
に
、
「
魯
の
哀
公
十
四
年
甲
午
、
斉
の
陳
恒

其
の
君
壬
を
舒
州

に
殺
す
と
云
ふ
。
孔
子
沐
浴
し
て
朝
し
、
哀
公
に
告
ぐ
る
者
は
、
魯
斉
同
盟
し
、
災
を
分
か
ち
患
ひ
を
救
は
ん
と

す
、
故
に
斉
乱
る
れ
ば
則
ち
魯
宜
し
く
之
を
討
つ
べ
し
。
礼
に
、
臣
下
凡
そ
君
に
諮
謀
を
告
げ
ん
と
欲
す
れ
ば
、

必
ず
先
づ
沐
浴
す
。
孔
子
は
是
れ
臣
な
り
。
故
に
先
づ
沐
浴
し
て
哀
公
に
告
げ
、
而
し
て
斉
を
伐
た
ん
こ
と
を
請

ふ
と
云
ふ
。
曰
く
、
陳
恒

其
の
君
を
殺
す
と
。
之
を
討
た
ん
こ
と
を
請
ふ
者
、
此
れ
哀
公
に
告
ぐ
る
の
事
な
り
。

哀
公
は
、
魯
は
斉
よ
り
弱
き
こ
と
久
し
と
言
ふ
。
子
の
之
を
伐
つ
や
、
将
に
之
を
若
何
せ
ん
と
す
。
対
へ
て
曰
く
、
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陳
恒
、
其
の
君
を
殺
す
も
、
民
の
与
せ
ざ
る
者
半
ば
な
り
。
魯
の
衆
を
以
て
斉
の
半
に
加
ふ
れ
ば
、
克
つ
べ
し
。

是
れ
孔
子
対
へ
て
曰
ふ
な
り
と
云
ふ
」
と
あ
る
。

○
程
子
上
告
天
子
、
下
告
方
伯
之
言

『
論
語
集
注
』
憲
問
篇
・

章
に
、
「
程
子
曰
く
、
左
氏
、
孔
子
の
言
を
記

22

し
て
曰
く
、
陳
恒

其
の
君
を
弑
す
。
民
の
予
せ
ざ
る
者
半
ば
な
り
。
魯
の
衆
を
以
て
斉
の
半
に
加
ふ
れ
ば
、
克

く
み

つ
べ
き
な
り
と
。
此
れ
孔
子
の
言
に
非
ず
。
誠
に
此
の
言
の
ご
と
き
は
、
是
れ
力
を
以
て
し
て
義
を
以
て
せ
ざ
る

な
り
。
孔
子
の
志
の
ご
と
き
は
、
必
ず
将
に
其
の
罪
を
正
名
し
、
上
は
天
子
に
告
げ
、
下
は
方
伯
に
告
げ
、
而
し

て
与
国
を
率
ゐ
て
以
て
之
を
討
た
ん
と
す
。
斉
に
勝
つ
所
以
の
者
に
至
り
て
は
、
孔
子
の
余
事
な
り
。
豈
に
魯
人

の
衆
寡
を
計
ら
ん
や
。
是
の
時
に
当
た
り
、
天
下
の
乱
極
ま
れ
り
。
是
れ
に
因
り
て
以
て
之
を
正
す
に
足
れ
ば
、

周
室
其
れ
復
た
興
ら
ん
や
。
魯
の
君
臣
、
終
に
之
に
従
は
ず
。
惜
し
む
に
勝
ふ
べ
け
ん
や
、
と
」
と
あ
る
。

た

○
胡
氏
以
謂
先
發
後
聞
可
也

『
論
語
集
注
』
憲
問
篇
・

章
に
、
「
胡
氏
曰
く
、
春
秋
の
法
、
君
を
弑
す
る
の
賊
、

22

人
得
て
之
を
討
つ
。
仲
尼
の
此
の
挙
、
先
づ
発
し
後
に
聞
し
て
可
な
り
、
と
」
と
あ
る
。

【
二
十
三
】

◯
子
路
問
事
君
。
子
曰
、
勿
欺
也
、
而
犯
之
。

子
路
雖
本
忠
誠
、
然
學
術
不
精
、
強
所
不
知
、
而
陷
於
欺
處
亦
或
有
之
。
如
使
門
人
爲
臣
、
而
孔
子
以
爲
欺
天
是
也
。
蓋

犯
非
子
路
所
難
、
而
勿
欺
爲
難
、
故
孔
子
以
此
告
之
。
范
氏
之
言
得
其
旨
矣
。
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［
訓
読
］

◯
子
路
、
君
に
事
ふ
る
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
欺
く
勿
か
れ
、
而
し
て
之
を
犯
せ
、
と
。

子
路

忠
誠
を
本
と
す
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
学
術
は
精
な
ら
ず
、
知
ら
ざ
る
所
を
強
い
て
、
欺
く
処
に
陥
る
も
亦
た

或
い
は
之
れ
有
り
。
門
人
を
し
て
臣
と
為
さ
し
む
る
が
ご
と
き
は
、
而
ち
孔
子
、
以
て
天
を
欺
く
と
為
す
、
是
れ
な
り
。

す
な
は

蓋
し
犯
す
は
子
路
の
難
し
と
す
る
所
に
非
ず
、
而
し
て
欺
く
勿
き
を
難
し
と
為
す
、
故
に
孔
子
、
此
を
以
て
之
に
告
ぐ
。

范
氏
の
言
、
其
の
旨
を
得
た
り
。

［
語
釈
］

○
使
門
人
爲
臣
、
而
孔
子
以
爲
欺
天

『
論
語
』
子
罕
・

章
に
「
子
の
疾
、
病
な
り
。
子
路
、
門
人
を
し
て
臣
た

12

ら
し
む
。
病
、
間
な
る
に
曰
く
、
久
し
か
な
、
由
の
詐
り
を
行
ふ
や
。
臣
な
く
し
て
臣
あ
り
と
為
す
。
吾
誰
を
か

欺
か
ん
。
天
を
欺
か
ん
か
」
と
あ
る
。

○
范
氏
之
言

『
論
語
集
注
』
憲
問
篇
・

章
に
、
「
范
氏
曰
く
、
犯
は
、
子
路
の
難
し
と
す
る
所
に
非
ざ
る
な
り
。

23

而
し
て
欺
か
ざ
る
を
以
て
難
し
と
為
す
。
故
に
夫
子
教
ふ
る
に
欺
く
こ
と
勿
き
を
先
と
し
て
犯
す
を
後
に
す
る
を

以
て
す
る
な
り
、
と
」
と
あ
る
。

【
二
十
四
】

◯
子
曰
、
君
子
上
達
、
小
人
下
達
。
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上
字
從
天
理
發
根
、
下
字
從
人
欲
發
根
。
君
子
小
人
□
□
所
知
、
知
之
所
通
謂
之
達
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
君
子
は
上
達
す
、
小
人
は
下
達
す
、
と
。

上
の
字
、
天
理
よ
り
根
を
発
し
、
下
の
字
、
人
欲
よ
り
根
を
発
す
。
君
子
小
人
、
〔
各
〕
知
る
所
〔
有
り
〕
、
之
を
知

お
の
お
の

り
て
通
ず
る
所
、
之
を
達
と
謂
ふ
。

［
校
異
］

○
君
子
小
人
□
□
所
知

『
四
書
私
存
』
（
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
）
に
従
い
「
君
子
小
人
各
有
所
知
」

と
し
た
。

【
二
十
五
】

◯
子
曰
、
古
之
學
者
爲
己
、
今
之
學
者
爲
人
。

孔
子
此
言
是
以
爲
己
爲
盡
己
分
、
爲
人
爲
求
人
知
也
。
盡
己
分
者
、
循
天
理
之
實
也
。
求
人
知
者
、
濟
人
欲
之
私
也
。
只

此
二
言
、
學
之
誠
偽
判
矣
。
呂
氏
則
謂
爲
己
者
、
心
存
乎
德
行
、
而
無
意
乎
功
名
。
爲
人
者
、
心
存
乎
功
名
、
而
未
及
乎

德
行
。
若
後
世
有
未
及
乎
爲
人
、
而
濟
其
私
欲
者
。
則
又
以
爲
人
分
功
名
私
欲
二
等
。
殊
不
知
離
於
天
理
、
即
是
私
欲
、

志
功
名
者
、
已
屬
爲
利
、
雖
未
至
縱
欲
敗
度
、
以
道
德
律
之
、
亦
五
十
歩
百
歩
之
間
而
已
。
朱
子
謂
志
於
功
名
爲
及
物
之

事
、
其
心
猶
愛
而
公
、
與
求
濟
其
私
者
不
同
。
不
可
以
志
功
名
者
爲
爲
人
、
則
在
公
私
之
別
耳
。
其
心
果
公
、
雖
失
本
末
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先
後
之
序
、
庶
亦
可
以
附
於
爲
己
矣
。
若
少
有
夾
帶
、
安
得
謂
其
優
於
求
濟
私
欲
者
哉
。
至
程
子
論
古
今
學
者
、
亦
仍
孔

子
爲
己
爲
人
之
説
。
然
謂
古
之
仕
者
爲
人
、
今
之
仕
者
爲
己
。
是
以
爲
人
爲
利
人
、
爲
己
爲
利
己
也
。
人
己
又
各
分
二
義
。

君
子
之
仕
也
、
行
其
義
也
、
仕
而
利
人
、
於
義
已
合
、
是
亦
爲
己
之
學
也
。
若
利
己
、
正
濟
私
欲
者
也
。
其
學
尚
得
不
謂

之
爲
人
哉
。
仕
與
學
皆
以
脩
身
、
非
有
二
道
也
。
聖
人
之
言
學
、
已
該
體
用
之
全
、
而
又
反
其
說
以
言
仕
、
文
義
不
同
。

徒
使
人
難
曉
耳
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
古
の
学
者
は
己
の
為
に
し
、
今
の
学
者
は
人
の
為
に
す
、
と
。

た
め

孔
子
、
此
の
言
は
是
れ
己
の
為
に
す
る
を
以
て
己
の
分
を
尽
く
す
と
為
し
、
人
の
為
に
す
る
を
人
の
知
る
を
求
む
と
為

す
な
り
。
己
の
分
を
尽
く
す
と
は
、
天
理
の
実
に
循
ふ
な
り
。
人
の
知
る
を
求
む
と
は
、
人
欲
の
私
を
済
す
な
り
。
只
だ

な

此
の
二
言
、
学
の
誠
偽
の
判
る
る
な
り
。
呂
氏
は
則
ち
謂
へ
ら
く
、
己
の
為
に
す
と
は
、
心
、
徳
行
に
存
し
て
、
功
名
に

意
無
し
。
人
の
為
に
す
と
は
、
心
、
功
名
に
存
し
て
、
未
だ
徳
行
に
及
ば
ず
。
後
世
、
未
だ
人
の
為
に
す
る
に
及
ば
ず
し

て
、
其
の
私
欲
を
済
す
者
有
る
が
ご
と
し
と
。
則
ち
又
た
人
の
為
に
す
る
を
以
て
功
名
、
私
欲
の
二
等
に
分
か
つ
。
殊
に

知
ら
ず
、
天
理
を
離
る
る
は
、
即
ち
是
れ
私
欲
、
功
名
に
志
す
者
は
、
已
に
利
の
為
に
す
る
に
属
し
、
未
だ
欲
を
縦
に
し

ほ
し
い
ま
ま

て
度
を
敗
る
に
至
ら
ず
と
雖
ど
も
、
道
徳
を
以
て
之
を
律
す
る
も
、
亦
た
五
十
歩
百
歩
の
間
の
み
。
朱
子
、
功
名
に
志
す

を
物
に
及
ぼ
す
の
事
と
為
す
、
其
の
心
、
猶
ほ
愛
に
し
て
公
な
り
と
謂
ふ
こ
と
と
、
其
の
私
を
済
さ
ん
と
求
む
る
者
と
同

じ
か
ら
ず
。
功
名
に
志
す
者
を
以
て
人
の
為
に
す
と
為
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
則
ち
公
私
の
別
に
在
る
の
み
。
其
の
心
、
果
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た
し
て
公
な
れ
ば
、
本
末
先
後
の
序
を
失
ふ
と
雖
ど
も
、
亦
た
以
て
己
の
為
に
す
る
に
附
す
べ
き
に
庶
し
。
若
し
少
し
く

ち
か

も

夾
帯
有
れ
ば
、
安
く
ん
ぞ
其
の
私
欲
を
済
さ
ん
と
求
む
る
者
よ
り
優
な
り
と
謂
ふ
を
得
ん
や
。
程
子
、
古
今
の
学
ぶ
者
を

論
ず
る
に
至
り
て
は
、
亦
た
孔
子
の
己
の
為
に
す
、
人
の
為
に
す
る
の
説
に
仍
る
。
然
れ
ど
も
古
の
仕
ふ
る
者
は
人
の
為

に
し
、
今
の
仕
ふ
る
者
は
己
の
為
に
す
と
謂
ふ
。
是
を
以
て
人
の
為
に
す
る
を
人
を
利
す
る
と
為
し
、
己
の
為
に
す
る
を

己
を
利
す
る
と
為
す
な
り
。
人
と
己
れ
は
又
た
各
二
義
に
分
か
る
。
君
子
の
仕
ふ
る
や
、
其
の
義
を
行
ふ
な
り
、
仕
へ
て

人
を
利
す
る
は
、
義
に
於
い
て
已
に
合
す
、
是
れ
亦
た
己
の
為
に
す
る
の
学
な
り
。
若
し
己
を
利
す
れ
ば
、
正
に
私
欲
を

済
す
者
な
り
。
其
の
学
、
尚
ほ
之
を
人
の
為
に
す
と
謂
は
ざ
る
を
得
ん
や
。
仕
と
学
と
は
皆
な
修
身
を
以
て
し
、
二
道
有

る
に
非
ざ
る
な
り
。
聖
人
の
学
と
言
ふ
は
、
已
に
体
用
の
全
き
を
該
ぬ
、
而
し
て
又
た
其
の
説
に
反
し
て
以
て
仕
と
言
ふ

は
、
文
義
同
じ
か
ら
ず
。
徒
だ
人
を
し
て
曉
り
難
か
ら
し
む
る
の
み
。

［
語
釈
］

○
呂
氏
則
謂
爲
己
者
～
而
濟
其
私
欲
者

『
中
庸
或
問
大
全
』
巻
上
「
曰
呂
氏
爲
己
爲
人
之
説
如
何
」
注
。

○
朱
子
謂
志
於
功
名
爲
及
物
之
事
、
其
心
猶
愛
而
公
、
與
求
濟
其
私
者

『
中
庸
或
問
』
に
「
曰
く
、
呂
氏
の
己
に

為
に
し
人
の
為
に
す
る
の
節
、
如
何
、
と
。
曰
く
、
人
の
為
に
す
と
は
、
程
子
以
為
ら
く
、
人
に
知
ら
れ
ん
と
欲

す
る
者
、
是
れ
な
り
。
呂
氏
は
功
名
に
志
す
を
以
て
之
を
言
ふ
。
…
…
其
の
心
を
設
く
る
こ
と
を
原
ぬ
る
に
、
猶

ほ
愛
に
し
て
公
な
る
が
ご
と
し
。
視
彼
の
人
の
知
る
を
求
め
て
以
て
一
己
の
私
を
済
さ
ん
と
欲
し
て
後
に
学
ぶ
者

に
視
ぶ
れ
ば
、
同
日
に
語
る
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
。

く
ら
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【
二
十
六
】

◯
蘧
伯
玉
使
人
於
孔
子
。
孔
子
與
之
坐
而
問
焉
。
曰
、
夫
子
何
爲
。
對
曰
、
夫
子
欲
寡
其
過
而
未
能
也
。
使
者
出
。
子
曰
、

使
乎
、
使
乎
。

據
此
、
則
伯
玉
亦
聖
賢
之
學
也
。
孔
子
所
以
惓
惓
於
衞
、
亦
以
有
伯
玉
爲
主
耳
。

［
訓
読
］

◯
蘧
伯
玉
、
人
を
孔
子
に
使
は
す
。
孔
子
、
之
に
坐
を
与
へ
て
問
ふ
。
曰
く
、
夫
子
、
何
を
か
為
す
、
と
。
対
へ
て
曰
く
、

夫
子
、
其
の
過
ち
を
寡
く
せ
ん
と
欲
す
れ
ど
も
、
未
だ
能
く
せ
ず
、
と
。
使
者
出
づ
。
子
曰
く
、
使
ひ
な
る
か
な
、
使
ひ
な

す
く
な

る
か
な
、
と
。

此
に
拠
れ
ば
、
則
ち
伯
玉
も
亦
た
聖
賢
の
学
な
り
。
孔
子
、
衛
に
惓
惓
た
る
所
以
は
、
亦
た
伯
玉
有
る
を
以
て
主
と
為

す
の
み
。

【
二
十
七
】

◯
子
曰
、
不
在
其
位
、
不
謀
其
政
。

説
見
泰
伯
篇
。

［
訓
読
］
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◯
子
曰
く
、
其
の
位
に
在
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
政
を
謀
ら
ず
、
と
。

説
は
泰
伯
篇
に
見
ゆ
。

［
語
釈
］

○
説
見
泰
伯
篇

『
論
語
私
存
』
巻
八
・

章
（
本
訳
注
（
八
）
）
参
照
。

14

【
二
十
八
】

◯
曾
子
曰
、
君
子
思
不
出
其
位
。

此
見
曾
子
能
近
思
而
爲
爲
己
之
學
也
。

［
訓
読
］

◯
曾
子
曰
く
、
君
子
は
思
ふ
こ
と
其
の
位
を
出
で
ず
、
と
。

此
れ
曾
子
の
能
く
近
く
思
ひ
て
己
の
為
に
す
る
の
学
を
為
す
を
見
す
な
り
。

し
め

【
二
十
九
】

◯
子
曰
、
君
子
恥
其
言
而
過
其
行
。

中
庸
之
道
、
無
過
不
及
、
行
亦
非
可
過
者
。
蓋
謂
君
子
恥
其
言
之
過
於
行
耳
。
邢
氏
曰
、
言
過
其
行
、
謂
有
言
而
行
不
副
、

君
子
所
恥
也
。
其
説
是
已
。
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［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
君
子
は
其
の
言
に
し
て
其
の
行
ひ
に
過
ぐ
る
を
恥
づ
、
と
。

中
庸
の
道
、
過
不
及
無
し
、
行
も
亦
た
過
ぐ
べ
き
者
に
非
ざ
る
な
り
。
蓋
し
君
子
、
其
の
言
の
行
ひ
に
過
ぐ
る
を
恥
づ

と
謂
ふ
の
み
。
邢
氏
曰
く
、
言

其
の
行
ひ
に
過
ぐ
と
は
、
言
有
り
て
行
の
副
は
ざ
る
は
、
君
子
の
恥
づ
る
所
な
る
を
謂

そ

ふ
な
り
。
其
の
説
、
是
な
り
。

ぜ

［
語
釈
］

○
邢
氏
曰
～
君
子
所
恥
也

『
論
語
注
疏
』
巻
一
四
・
（
邢
昺
）
疏
。

【
三
十
】

◯
子
曰
、
君
子
道
者
三
。
我
無
能
焉
。
仁
者
不
憂
、
知
者
不
惑
、
勇
者
不
懼
。
子
貢
曰
、
夫
子
自
道
也
。

説
見
子
罕
篇
。
此
以
君
子
之
成
德
言
。
尹
氏
謂
成
德
以
仁
爲
先
、
進
學
以
知
爲
先
、
是
也
。
自
道
、
謂
夫
子
自
謙
、
非
人

之
所
稱
也
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
君
子
の
道
な
る
者
三
。
我
、
能
く
す
る
こ
と
無
し
。
仁
者
は
憂
へ
ず
、
知
者
は
惑
は
ず
、
勇
者
は
懼
れ
ず
、
と
。

子
貢
曰
く
、
夫
子
自
ら
道
ふ
な
り
、
と
。

説
は
子
罕
篇
に
見
ゆ
。
此
れ
君
子
の
徳
を
成
す
を
以
て
言
ふ
。
尹
氏
、
徳
を
成
す
は
仁
を
以
て
先
と
為
し
、
学
に
進
む
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は
知
を
以
て
先
と
為
す
と
謂
ふ
は
、
是
な
り
。
自
ら
道
ふ
は
、
夫
子
自
ら
謙
す
る
を
謂
ふ
、
人
の
称
す
る
所
に
非
ざ
る
な

ぜ

り
。

［
語
釈
］

○
説
見
子
罕
篇

『
論
語
私
存
』
巻
九
。
本
訳
注
（
九
）
参
照
。

○
尹
氏
謂
成
德
以
仁
爲
先
、
進
學
以
知
爲
先

『
論
語
集
注
』
巻
一
四
。

【
三
十
一
】

◯
子
貢
方
人
。
子
曰
、
賜
也
賢
乎
哉
。
夫
我
則
不
暇
。

以
上
文
君
子
道
者
三
、
我
無
能
焉
觀
之
、
則
聖
人
之
心
常
若
不
足
、
學
如
不
及
、
而
猶
恐
失
之
、
眞
真
無
暇
於
他
及
也
。

［
訓
読
］

◯
子
貢
、
人
を
方
ぶ
。
子
曰
く
、
賜
や
賢
な
る
か
な
。
夫
れ
我
は
則
ち
暇
あ
ら
ず
、
と
。

く
ら

上
文
の
君
子
の
道
な
る
者
三
、
我

能
く
す
る
こ
と
無
き
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
則
ち
聖
人
の
心
は
常
に
足
ら
ざ
る
が

ご
と
く
、
学
も
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
、
而
し
て
猶
ほ
之
を
失
す
る
を
恐
る
、
真
に
他
に
及
ぶ
に
暇
無
き
な
り
。

【
三
十
二
】

◯
子
曰
、
不
患
人
之
不
己
知
、
患
其
不
能
也
。
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能
則
人
必
知
之
、
求
其
在
我
者
而
已
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
こ
と
を
患
へ
ず
、
其
の
能
く
せ
ざ
る
を
患
ふ
る
な
り
、
と
。

能
く
す
れ
ば
則
ち
人
必
ず
之
を
知
る
、
其
の
我
に
在
る
者
を
求
む
る
の
み
。

【
三
十
三
】

◯
子
曰
、
不
逆
詐
、
不
億
不
信
、
抑
亦
先
覺
者
、
是
賢
乎
。

不
逆
詐
、
不
億
不
信
、
坦
懷
待
物
也
。
然
明
不
足
以
察
理
、
亦
有
爲
人
所
罔
者
。
必
於
人
之
詐
與
不
信
能
先
覺
焉
、
乃
可

爲
賢
。
此
欲
人
明
德
以
燭
奸
、
不
徒
不
疑
人
之
爲
尚
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
詐
り
を
逆
へ
ず
、
不
信
を
億
ら
ず
、
抑
亦
た
先
づ
覚
る
者
は
、
是
れ
賢
か
、
と
。

お
も
ん
ぱ
か

そ
も
そ
も

詐
り
を
逆
へ
ず
、
不
信
を
億
ら
ず
と
は
、
坦
懐
に
物
に
待
す
る
な
り
。
然
れ
ど
も
明

以
て
理
を
察
す
る
に
足
ら
ざ
れ

ば
、
亦
た
人
の
罔
ふ
る
所
と
為
る
者
有
り
。
必
ず
人
の
詐
り
と
不
信
と
に
於
い
て
能
く
先
づ
覚
る
は
、
乃
ち
賢
と
為
す
べ

し

し
。
此
れ
人
の
徳
を
明
ら
か
に
し
て
以
て
奸
を
燭
す
を
欲
す
、
徒
だ
に
人
を
疑
は
ざ
る
を
之
れ
尚
し
と
為
す
の
み
な
ら
ず
。

て
ら

【
三
十
四
】
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◯
微
生
畝
謂
孔
子
曰
、
丘
何
爲
是
栖
栖
者
與
。
無
乃
爲
佞
乎
。
孔
子
曰
、
非
敢
爲
佞
也
、
疾
固
也
。

當
時
有
口
才
者
、
人
皆
以
爲
能
。
微
生
畝
蓋
以
隱
爲
高
、
往
而
不
反
者
。
故
謂
孔
子
將
以
佞
求
用
於
世
、
而
依
依
不
去
也
。

殊
不
知
時
中
之
道
、
豈
可
固
執
而
不
通
哉
。
佞
者
屢
憎
於
人
、
集
註
謂
其
務
爲
口
給
以
悅
人
、
恐
不
如
此
。

［
訓
読
］

◯
微
生
畝

孔
子
に
謂
ひ
て
曰
く
、
丘
、
何
ぞ
是
れ
栖
栖
た
る
者
を
為
す
か
。
乃
ち
佞
を
為
す
こ
と
無
か
ら
ん
や
、
と
。
孔

子
曰
く
、
敢
へ
て
佞
を
為
す
に
非
ざ
る
な
り
、
固
な
る
を
疾
め
ば
な
り
、
と
。

に
く

当
時
、
口
才
有
る
者
は
、
人
皆
な
以
て
能
と
為
す
。
微
生
畝
、
蓋
し
隠
を
以
て
高
し
と
為
し
、
往
き
て
反
ら
ざ
る
者
な

り
。
故
に
孔
子
を
将
に
佞
を
以
て
世
に
用
ひ
ら
れ
ん
こ
と
を
求
め
ん
と
し
、
而
し
て
依
依
と
し
て
去
ら
ず
と
謂
ふ
な
り
。

殊
に
知
ら
ず
、
時
中
の
道
、
豈
に
固
執
し
て
通
ぜ
ざ
る
べ
け
ん
や
。
佞
者
屢
人
に
憎
ま
る
、
集
註
、
其
の
務
め
て
口
給
を

し
ば
し
ば

為
し
以
て
人
を
悅
ば
す
と
謂
ふ
は
、
恐
ら
く
此
く
の
ご
と
く
な
ら
ず
。

［
語
釈
］

○
集
註
謂
其
務
爲
口
給
以
悅
人

『
論
語
集
注
』
憲
問
・

章
。

34

【
三
十
五
】

◯
子
曰
、
驥
不
稱
其
力
、
稱
其
德
也
。

馬
有
調
良
之
德
、
即
謂
之
驥
、
非
別
有
一
驥
也
。
胡
氏
曰
、
調
者
、
習
熟
而
易
控
制
也
。
良
者
、
順
服
而
不
蹄
齧
也
。
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［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
驥
は
其
の
力
を
称
せ
ず
、
其
の
徳
を
称
す
る
な
り
、
と
。

馬
に
調
良
の
徳
有
れ
ば
、
即
ち
之
を
驥
と
謂
ふ
、
別
に
一
驥
有
る
に
非
ざ
る
な
り
。
胡
氏
曰
く
、
調
と
は
、
習
熟
し
て

控
制
し
易
き
な
り
。
良
と
は
、
順
服
し
て
蹄
齧
せ
ざ
る
な
り
。

［
語
釈
］

○
胡
氏
曰
、
調
者
、
習
熟
而
易
控
制
也
、
良
者
、
順
服
而
不
蹄
齧
也

『
論
語
集
注
大
全
』
巻
一
四
に
同
文
が
見
え

る
。
た
だ
し
、
「
易
控
制
」
を
「
易
控
御
」
に
作
る
。

ヽ

【
三
十
六
】

◯
或
曰
、
以
德
報
怨
、
何
如
。
子
曰
、
何
以
報
德
。
以
直
報
怨
、
以
德
報
德
。

此
見
聖
人
處
物
之
精
。
非
概
施
無
別
也
。

［
訓
読
］

◯
或
ひ
と
曰
く
、
徳
を
以
て
怨
に
報
い
る
は
何
如
、
と
。
子
曰
く
、
何
を
以
て
か
徳
に
報
い
ん
。
直
を
以
て
怨
に
報
い
、
徳

を
以
て
徳
に
報
い
ん
、
と
。

此
れ
聖
人
の
物
に
処
す
る
の
精
を
見
す
。
概
施
し
て
別
無
き
に
非
ざ
る
な
り
。

し
め
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【
三
十
七
】

◯
子
曰
、
莫
我
知
也
夫
。
子
貢
曰
、
何
爲
其
莫
知
子
也
。
子
曰
、
不
怨
天
、
不
尤
人
。
下
學
而
上
達
。
知
我
者
其
天
乎
。

聖
人
無
心
於
人
之
不
己
知
者
也
。
特
欲
起
子
貢
之
問
、
以
明
不
求
人
知
之
意
、
故
發
此
嘆
。
子
貢
果
以
爲
聖
人
之
德
、
人

宜
有
知
。
而
不
知
其
故
、
請
問
焉
。
而
孔
子
所
言
皆
爲
己
之
學
、
非
暴
於
外
而
足
以
致
人
知
者
。
不
怨
天
、
不
尤
人
、
則

不
自
明
其
所
行
之
無
失
。
而
但
下
學
人
事
、
以
上
達
天
理
。
人
事
中
所
存
即
是
天
理
。
以
學
爲
禮
之
卑
、
故
曰
下
學
。
以

達
爲
知
之
崇
、
故
曰
上
達
。
下
學
之
外
、
別
無
上
達
也
。
下
學
不
求
人
知
、
而
所
達
者
天
理
、
則
與
天
合
一
。
故
曰
知
我

者
天
。
然
則
與
天
同
德
、
然
後
能
知
聖
人
。
若
常
人
則
天
理
已
晦
、
所
知
者
惟
在
形
迹
之
間
、
而
聖
人
獨
知
之
天
、
彼
何

由
能
知
哉
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
我
を
知
る
こ
と
莫
き
か
な
、
と
。
子
貢
曰
く
、
何
為
れ
ぞ
其
れ
子
を
知
る
こ
と
莫
き
や
、
と
。
子
曰
く
、
天
を

な
ん

す

怨
み
ず
、
人
を
尤
め
ず
。
下
学
し
て
上
達
す
。
我
を
知
る
者
は
其
れ
天
か
、
と
。

聖
人
は
人
の
己
を
知
ら
ざ
る
こ
と
に
心
無
き
者
な
り
。
特
に
子
貢
の
問
ひ
を
起
こ
し
て
、
以
て
人
の
知
る
を
求
め
ざ
る

の
意
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
欲
す
、
故
に
此
の
嘆
を
発
す
る
な
り
。
子
貢
、
果
た
し
て
以
為
へ
ら
く
聖
人
の
徳
は
、
人
宜
し

く
知
る
有
る
べ
し
と
。
而
れ
ど
も
其
の
故
を
知
ら
ず
、
請
問
す
。
而
し
て
孔
子
の
言
ふ
所
は
皆
な
己
の
為
に
す
る
の
学
に

し
て
、
外
に
暴
は
し
て
以
て
人
の
知
る
を
致
す
に
足
る
者
に
非
ず
。
天
を
怨
み
ず
、
人
を
尤
め
ざ
れ
ば
、
則
ち
自
ら
其
の

あ
ら

行
ふ
所
の
失
無
き
を
明
ら
か
に
せ
ず
。
而
し
て
但
だ
人
事
を
下
学
し
て
、
以
て
天
理
に
上
達
す
。
人
事
の
中
、
存
す
る
所
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は
即
ち
是
れ
天
理
な
り
。
学
を
以
て
礼
の
卑
き
と
為
す
、
故
に
下
学
と
曰
ふ
。
達
を
以
て
知
の
崇
き
と
為
す
、
故
に
上
達

と
曰
ふ
。
下
学
の
外
、
別
に
上
達
無
し
。
下
学
し
て
人
の
知
る
を
求
め
ず
、
而
し
て
達
す
る
所
の
者
は
天
理
な
れ
ば
、
則

ち
天
と
合
一
す
。
故
に
我
を
知
る
者
は
天
な
り
と
曰
ふ
。
然
ら
ば
則
ち
天
と
徳
を
同
じ
う
し
、
然
る
後
に
能
く
聖
人
を
知

る
。
常
人
の
ご
と
き
は
則
ち
天
理
已
に
晦
く
、
知
る
所
の
者
は
惟
だ
形
迹
の
間
に
在
る
の
み
、
而
し
て
聖
人
独
り
之
が
天

を
知
る
も
、
彼
何
ぞ
由
り
て
能
く
知
ら
ん
や
。

【
三
十
八
】

◯
公
伯
寮
愬
子
路
於
季
孫
。
子
服
景
伯
以
告
曰
、
夫
子
固
有
惑
志
於
公
伯
寮
、
吾
力
猶
能
肆
諸
市
朝
。
子
曰
、
道
之
將
行
也

與
、
命
也
。
道
之
將
廢
也
與
、
命
也
。
公
伯
寮
其
如
命
何
。

道
之
將
行
將
廢
、
爲
子
路
言
也
。
◯
聖
人
於
事
之
由
人
處
、
未
嘗
不
決
於
命
。
命
字
義
、
詳
見
説
理
會
編
卷
一
。

［
訓
読
］

◯
公
伯
寮
、
子
路
を
季
孫
に
愬
ふ
。
子
服
景
伯
、
以
て
告
げ
て
曰
く
、
夫
子
固
に
公
伯
寮
に
惑
へ
る
志
有
り
。
吾
、
力

猶

う
つ
た

ほ
能
く
諸
を
市
朝
に
肆
せ
ん
、
と
。
子
曰
く
、
道
の
将
に
行
は
れ
ん
と
す
る
や
、
命
な
り
。
道
の
将
に
廃
れ
ん
と
す
る
や
、

こ
れ

し

命
な
り
。
公
伯
寮
、
其
れ
命
を
如
何
せ
ん
、
と
。

道
の
将
に
行
な
は
れ
ん
と
し
、
将
に
廃
れ
ん
と
す
と
は
、
子
路
の
為
に
言
ふ
な
り
。
◯
聖
人
、
事
の
人
に
由
る
処
に
於

い
て
、
未
だ
嘗
て
命
を
決
せ
ず
。
命
の
字
義
、
詳
し
く
は
説
理
会
編
巻
一
に
見
ゆ
。
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［
語
釈
］

○
命
字
義
、
詳
見
説
理
會
編
卷
一

『
説
理
会
編
』
巻
一
に
は
「
天
命
」
の
項
目
を
立
て
十
条
を
収
め
る
。
一
例
と

し
て
、
「
天
命
」
の
第
八
条
に
は
、
「
凡
そ
命
と
言
ふ
者
は
、
皆
な
天
命
な
り
。
然
れ
ど
も
気
よ
り
し
て
言
ふ
者

有
り
。
蓋
し
天
は
物
を
生
ず
る
を
主
と
し
、
気
化
往
来
は
其
の
遇
ふ
所
に
随
ふ
。
或
い
は
窮
ま
り
或
い
は
通
じ
、

或
い
は
寿
、
或
い
は
殀
、
私
を
容
る
る
所
無
し
。
但
だ
人
を
し
て
寓
に
随
ひ
受
に
順
は
し
む
る
の
み
。
故
に
曰
く
、

命
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
人
能
く
天
の
命
ず
る
所
に
聴
ひ
、
吉
凶
禍
福
を
論
ぜ
ず
、
各
其
の
道
を
尽
く
す
と
。
…
…

し
た
が

お
の
お
の

故
に
舜
禹
啓
の
天
下
を
有
つ
は
、
蓋
し
堯
舜
の
子
の
天
下
を
有
た
ざ
る
と
は
、
皆
な
天
な
り
。
故
に
凡
そ
命
と
言

ふ
者
は
、
皆
な
天

分
付
し
、
人

道
を
尽
く
す
こ
と
よ
り
し
て
言
ふ
」
と
あ
る
。

【
三
十
九
】

◯
子
曰
、
賢
者
辟
世
、
其
次
辟
地
、
其
次
辟
色
、
其
次
辟
言
。

賢
者
辟
世
、
是
天
下
無
道
則
隱
、
別
無
可
仕
之
國
矣
。
其
次
辟
地
、
是
危
邦
不
入
、
亂
邦
不
居
、
非
可
容
身
之
國
矣
。
其

次
辟
色
、
則
禮
貌
已
衰
、
無
悅
賢
之
意
。
與
其
君
不
相
親
狎
、
無
行
道
之
幾
矣
。
其
次
辟
言
、
則
其
君
本
有
欲
行
其
言
之

言
而
不
行
、
是
言
相
違
也
。
所
重
在
言
、
則
雖
禮
貌
未
衰
、
而
亦
當
去
矣
。
此
與
孟
子
告
子
下
篇
古
之
君
子
所
就
三
、
所

去
三
義
同
。

［
訓
読
］
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◯
子
曰
く
、
賢
者
は
世
を
辟
け
、
其
の
次
は
地
を
辟
け
、
其
の
次
は
色
を
辟
け
、
其
の
次
は
言
を
辟
く
、
と
。

さ

賢
者
の
世
を
辟
く
る
は
、
是
れ
天
下
に
道
無
け
れ
ば
則
ち
隠
る
、
別
に
仕
ふ
べ
き
の
国
無
し
。
其
の
次
、
地
を
辟
く
る

は
、
是
れ
危
邦
に
は
入
ら
ず
、
乱
邦
に
は
居
ら
ず
、
身
を
容
る
る
べ
き
の
国
に
非
ざ
れ
ば
な
り
。
其
の
次
、
色
を
辟
く
る

は
、
則
ち
礼
貌
已
に
衰
へ
、
賢
を
悦
ぶ
の
意
無
し
。
其
の
君
と
相
ひ
親
狎
せ
ず
、
道
を
行
ふ
の
幾
無
け
れ
ば
な
り
。
其
の

次
、
言
を
辟
く
る
は
、
則
ち
其
の
君
、
本
と
其
の
言
を
行
は
ん
と
欲
す
る
の
言
有
り
て
行
は
ず
、
是
れ
言
相
ひ
違
へ
ば
な

り
。
重
ん
ず
る
所
は
言
に
在
れ
ば
、
則
ち
礼
貌
未
だ
衰
へ
ず
と
雖
ど
も
、
而
れ
ど
も
亦
た
当
に
去
る
べ
し
。
此
れ
孟
子
告

子
下
篇
の
古
の
君
子
は
就
く
所
三
、
去
る
所
三
の
義
と
同
じ
。

［
語
釈
］

○
天
下
無
道
則
隱

『
論
語
』
泰
伯
・

章
に
「
子
曰
く
、
篤
く
信
じ
て
学
を
好
み
、
死
を
守
り
て
道
を
善
く
す
。

13

危
邦
に
は
入
ら
ず
。
乱
邦
に
は
居
ら
ず
。
天
下
道
有
れ
ば
則
ち
見
は
れ
、
道
無
け
れ
ば
則
ち
隠
る
」
と
あ
る
。

○
危
邦
不
入
、
亂
邦
不
居

前
注
「
天
下
無
道
則
隱
」
参
照
。

○
孟
子
告
子
下
篇
古
之
君
子
所
就
三
、
所
去
三

『
孟
子
』
告
子
下
に
、
「
陳
子
曰
く
、
古
の
君
子
、
何
如
な
れ
ば

則
ち
仕
ふ
る
。
孟
子
曰
く
、
就
く
所
三
、
去
る
所
三
。
之
を
迎
ふ
る
に
敬
を
致
し
て
以
て
礼
有
り
。
言
ひ
て
将
に

其
の
言
を
行
は
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
之
に
就
く
。
礼
貌
未
だ
衰
へ
ざ
る
も
、
言
行
は
れ
ざ
れ
ば
則
ち
之
を
去
る
。

其
の
次
は
未
だ
其
の
言
を
行
は
ず
と
雖
ど
も
、
之
を
迎
ふ
る
に
敬
を
致
し
、
以
て
礼
有
れ
ば
則
ち
之
に
就
く
。
礼

貌
衰
ふ
れ
ば
則
ち
之
を
去
る
」
と
あ
る
。
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【
四
十
】

◯
子
曰
、
作
者
七
人
矣
。

作
者
七
人
、
蓋
孔
子
嘆
同
時
人
也
。
觀
其
列
於
賢
者
辟
世
之
後
、
晨
門
荷
蕢
之
前
、
則
知
其
爲
起
而
隱
去
者
矣
。
或
以
伏

羲
等
七
聖
言
作
、
及
以
儀
封
人
等
七
人
實
之
、
皆
鑿
也
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、

作
つ
者
は
七
人
、
と
。

た

作
つ
者
は
七
人
、
蓋
し
孔
子
、
同
時
の
人
を
嘆
く
な
ら
ん
。
其
の
賢
者

世
を
辟
く
る
の
後
、
晨
門

蕢
を
荷
ふ
の
前
に

列
せ
ら
る
る
を
観
れ
ば
、
則
ち
其
の
起
つ
を
為
し
て
隠
去
す
る
を
知
る
者
な
り
。
或
い
は
伏
羲
等
の
七
聖
を
以
て
作
つ
と

言
ふ
、
儀
封
人
等
七
人
を
以
て
之
を
実
た
す
に
及
ぶ
は
、
皆
な
鑿
な
り
。

［
語
釈
］

○
列
於
賢
者
辟
世
之
後
、
晨
門
荷
蕢
之
前

『
論
語
』
憲
問
・

章
、

章
、

章
参
照
。

39

41

42

○
伏
羲
等
七
聖

伏
羲
・
神
農
・
黄
帝
・
堯
・
舜
・
禹
・
湯
。

○
儀
封
人
等
七
人

儀
封
・
長
沮
・
桀
溺
・
丈
人
・
晨
門
・
荷
蕢
・
狂
接
輿
。

【
四
十
一
】
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◯
子
路
宿
於
石
門
。
晨
門
曰
、
奚
自
。
子
路
曰
、
自
孔
氏
。
曰
、
是
知
其
不
可
而
爲
之
者
與
。

南
軒
張
氏
曰
、
聖
人
非
不
知
道
之
不
行
、
而
皇
皇
於
斯
世
者
、
天
地
生
物
之
心
也
。
晨
門
賢
而
隱
於
抱
關
、
知
世
之
不
可

爲
而
遂
已
、
而
未
知
道
之
不
可
以
已
。
然
玩
其
辭
意
綏
而
不
迫
、
所
養
有
過
荷
蕢
之
果
者
歟
。
其
説
得
之
。

［
訓
読
］

◯
子
路
、
石
門
に
宿
す
。
晨
門
曰
く
、
奚
れ
よ
り
す
、
と
。
子
路
曰
く
、
孔
氏
よ
り
す
、
と
。
曰
く
、
是
れ
其
の
不
可
を
知

い
づ

り
て
之
を
為
す
者
か
、
と
。

南
軒
張
氏
曰
く
、
聖
人
、
道
の
行
は
れ
ざ
る
を
知
ら
ざ
る
に
非
ず
、
而
し
て
斯
の
世
に
皇
皇
た
る
者
は
、
天
地
、
物
を

生
ず
る
の
心
な
り
。
晨
門
は
賢
に
し
て
抱
関
に
隠
れ
、
世
の
為
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
り
て
遂
に
已
む
れ
ど
も
、
未
だ
道
の

以
て
已
む
べ
か
ら
ざ
る
を
知
ら
ず
。
然
れ
ど
も
其
の
辞
意
、
綏
に
し
て
迫
ら
ざ
る
を
玩
び
、
養
ふ
所
に
蕢
を
荷
ふ
も
の
の

果
を
過
ぐ
る
者
有
ら
ん
や
、
と
。
其
の
説

之
を
得
た
り
。

［
語
釈
］

○
南
軒
張
氏
曰
～
所
養
有
過
荷
蕢
之
果
者
歟

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
篇
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。

41

【
四
十
二
】

◯
子
擊
磐
於
衞
。
有
荷
蕢
而
過
孔
氏
之
門
者
。
曰
、
有
心
哉
、
擊
磐
乎
。
既
而
曰
、
鄙
哉
、
硜
硜
乎
。
莫
己
知
也
、
斯
已
而

已
矣
。
深
則
厲
、
淺
則
掲
。
子
曰
、
果
哉
、
末
之
難
矣
。
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蕢
、
草
器
、
若
今
草
把
然
。
聖
人
當
亂
世
、
而
所
至
之
地
、
猶
以
禮
樂
教
學
者
、
志
在
興
道
也
。
故
荷
蕢
知
擊
磐
之
有
心
、

非
以
磐
聲
之
節
奏
而
知
之
也
。

［
訓
読
］

◯
子
、
磬
を
衛
に
撃
つ
。
蕢
を
荷
ひ
て
孔
氏
の
門
を
過
ぐ
る
者
有
り
。
曰
く
、
心
有
る
か
な
、
磬
を
撃
つ
や
、
と
。
既
に
し

て
曰
く
、
鄙
な
る
か
な
、
硜
硜
乎
た
り
。
己
を
知
る
こ
と
莫
け
れ
ば
、
斯
れ
已
む
の
み
。
深
け
れ
ば
則
ち
厲
し
、
浅
け
れ
ば

則
ち
掲
す
、
と
。
子
曰
く
、
果
な
る
か
な
、
之
を
難
し
と
す
る
末
し
、
と
。

な

蕢
は
、
草
の
器
、
今
の
草
把
の
ご
と
く
然
り
。
聖
人
、
乱
世
に
当
た
り
て
、
至
る
所
の
地
に
、
猶
ほ
礼
楽
を
以
て
学
者

に
教
ふ
、
志
は
道
を
興
す
に
在
る
な
り
。
故
に
蕢
を
荷
ふ
も
の
は
擊
磐
の
心
有
る
を
知
る
、
磐
声
の
節
奏
を
以
て
し
て
之

を
知
る
に
非
ざ
る
な
り
。

【
四
十
三
】

◯
子
張
曰
、
書
云
、
高
宗
諒
陰
、
三
年
不
言
。
何
謂
也
。
子
曰
、
何
必
高
宗
。
古
之
人
皆
然
。
君
薨
、
百
官
總
己
以
聽
於
冢

宰
三
年
。

云
古
之
人
皆
然
、
則
周
之
盛
王
亦
必
如
此
。
故
孟
子
滕
文
公
上
篇
、
亦
引
孔
子
此
語
、
以
勸
文
公
行
喪
禮
、
則
爲
通
禮
可

知
矣
。
雙
峰
饒
氏
曰
、
使
嗣
君
剛
明
而
冢
宰
有
莽
操
之
奸
、
則
必
能
易
而
置
之
。
如
其
不
能
、
雖
不
總
己
以
聽
、
亦
何
益

哉
。
且
天
下
之
事
、
有
常
有
變
、
聖
人
只
論
其
常
耳
。
此
説
能
發
胡
氏
未
盡
之
意
。
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［
訓
読
］

◯
子
張
曰
く
、
書
に
云
ふ
、
高
宗
、
諒
陰
、
三
年
言
は
ず
と
。
何
の
謂
ぞ
や
、
と
。
子
曰
く
、
何
ぞ
必
ず
し
も
高
宗
の
み
な

ら
ん
。
古
の
人
皆
な
然
り
。
君
薨
ず
れ
ば
、
百
官
、
己
を
総
べ
て
以
て
冢
宰
に
聴
く
こ
と
三
年
、
と
。

古
の
人
皆
な
然
り
と
云
ふ
は
、
則
ち
周
の
盛
王
も
亦
た
必
ず
此
く
の
ご
と
し
。
故
に
孟
子
滕
文
公
上
篇
に
、
亦
た
孔
子

の
此
の
語
を
引
き
て
、
以
て
文
公
に
勧
め
て
喪
礼
を
行
は
し
む
る
は
、
則
ち
通
礼
た
る
こ
と
、
知
る
べ
し
。
双
峰
饒
氏
曰

く
、
嗣
君
を
し
て
剛
明
な
ら
し
む
れ
ば
、
冢
宰
に
莽
操
の
奸
有
る
も
、
則
ち
必
ず
能
く
易
へ
て
之
を
置
か
ん
。
如
し
其
れ

能
く
せ
ざ
れ
ば
、
己
を
総
べ
て
以
て
聴
か
ず
と
雖
ど
も
、
亦
た
何
の
益
か
あ
ら
ん
や
。
且
つ
天
下
の
事
、
常
有
り
変
有
り
、

聖
人
は
只
だ
其
の
常
を
論
ず
る
の
み
と
。
此
の
説
、
能
く
胡
氏
の
未
だ
尽
く
さ
ざ
る
の
意
を
発
す
。

［
語
釈
］

○
孟
子
滕
文
公
上
篇
、
亦
引
孔
子
此
語

『
孟
子
』
滕
文
公
上
に
、
「
滕
の
定
公
薨
ず
。
…
…
定
め
て
三
年
の
喪
を

為
す
。
父
兄
百
官
皆
な
欲
せ
ず
し
て
曰
く
、
吾
が
宗
国
魯
の
先
君
も
之
を
行
ふ
莫
し
。
吾
が
先
君
も
亦
た
之
を
行

ふ
莫
き
な
り
。
子
の
身
に
至
り
て
之
に
反
す
る
は
不
可
な
り
。
且
つ
志
に
曰
く
、
喪
祭
は
先
祖
に
從
ふ
と
。
曰
く
、

吾
、
之
を
受
く
る
所
有
り
と
。
然
友
に
謂
ひ
て
曰
く
、
吾
れ
他
日
未
だ
嘗
て
学
問
せ
ず
、
好
ん
で
馬
を
馳
せ
剣
を

試
む
。
今
や
父
兄
百
官
、
我
を
足
れ
り
と
せ
ざ
る
な
り
。
其
の
大
事
を
尽
く
す
能
は
ざ
る
を
恐
る
。
子
、
我
が
為

に
孟
子
に
問
へ
と
。
然
友
復
た
鄒
に
之
き
孟
子
に
問
ふ
。
孟
子
曰
く
、
然
り
、
以
て
他
に
求
む
べ
か
ら
ざ
る
者
な

り
。
孔
子
曰
く
、
君
薨
ず
れ
ば
、
冢
宰
に
聴
き
、
粥
を
飦
り
、
面
深
墨
、
位
に
即
き
て
哭
す
。
百
官
有
司
敢
へ
て

す
す
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哀
し
ま
ざ
る
莫
し
と
。
之
に
先
ん
ず
る
な
り
。
上
、
好
む
者
有
れ
ば
、
下
必
ず
焉
よ
り
甚
だ
し
き
者
有
り
。
君
子

こ
れ

の
徳
は
風
な
り
。
小
人
の
徳
は
草
な
り
。
草
之
に
風
を
上
ふ
れ
ば
必
ず
偃
す
。
是
れ
世
子
に
在
り
と
。
然
友
反
命

く
は

ふ

す
」
と
あ
る
。

○
雙
峰
饒
氏
曰
～
聖
人
只
論
其
常
耳

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
篇
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。

43

○
莽
操

王
莽
・
曹
操
。

○
胡
氏
未
盡
之
意

『
論
語
集
注
』
憲
問
篇
・

章
に
、
「
胡
氏
曰
く
、
位
に
貴
賤
有
れ
ど
も
、
父
母
よ
り
生
ま
る

43

る
は
、
以
て
異
な
る
者
無
し
。
故
に
三
年
の
喪
は
、
天
子
よ
り
庶
人
に
達
す
。
子
張
、
此
を
疑
ふ
に
非
ざ
る
な
り
。

殆
ん
ど
以
為
ら
く
人
君
三
年
言
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
臣
下
、
令
を
禀
く
る
所
無
く
、
禍
乱
或
い
は
由
り
て
以
て
起
こ

ら
ん
。
孔
子
告
ぐ
る
に
冢
宰
に
聴
く
を
以
て
せ
ば
、
則
ち
禍
乱
、
憂
ふ
る
所
に
非
ず
、
と
」
と
あ
る
。

【
四
十
四
】

◯
子
曰
、
上
好
禮
、
則
民
易
使
也
。

厚
齋
馮
氏
曰
、
聖
人
言
使
民
、
曰
上
好
禮
、
曰
小
人
學
道
。
使
之
知
上
下
之
分
而
樂
於
從
命
、
不
以
勢
力
強
之
也
。
此
説

得
易
字
之
義
。

［
訓
読
］

◯
子
曰
く
、
上
、
礼
を
好
め
ば
、
則
ち
民
使
ひ
易
し
、
と
。
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厚
斎
馮
氏
曰
く
、
聖
人
は
民
を
使
ふ
を
言
ひ
て
、
上
、
礼
を
好
む
と
曰
ひ
、
小
人
、
道
を
学
ぶ
と
曰
ふ
。
之
を
し
て
上

下
の
分
を
知
り
て
命
に
従
ふ
を
楽
し
ま
し
め
、
勢
力
を
以
て
之
を
強
い
ざ
る
な
り
。
此
の
説
、
易
の
字
の
義
を
得
た
り
。

し

［
語
釈
］

○
厚
齋
馮
氏
曰
～
不
以
勢
力
強
之
也

『
論
語
集
註
大
全
』
憲
問
・

章
に
同
文
が
見
え
る
。

44

○
小
人
學
道

『
論
語
』
陽
貨
・
４
章
「
小
人
、
道
を
学
べ
ば
則
ち
使
ひ
易
し
」
と
あ
る
。

【
四
十
五
】

◯
子
路
問
君
子
。
子
曰
、
脩
己
以
敬
。
曰
、
如
斯
而
已
乎
。
曰
、
脩
己
以
安
人
。
曰
、
如
斯
而
已
乎
。
曰
、
脩
己
以
安
百
姓
。

脩
己
以
安
百
姓
、
堯
舜
其
猶
病
諸
。

安
人
、
安
百
姓
、
皆
以
敬
安
之
。
以
安
人
、
安
百
姓
、
脩
己
、
不
過
脩
己
以
敬
之
一
言
。
特
敬
之
所
用
漸
廣
耳
。
敬
外
豈

有
他
道
哉
。

［
訓
読
］

◯
子
路
、
君
子
を
問
ふ
。
子
曰
く
、
己
を
脩
め
て
以
て
敬
す
、
と
。
曰
く
、
斯
く
の
ご
と
き
の
み
か
、
と
。
曰
く
、
己
を
脩

め
て
以
て
人
を
安
ん
ず
、
と
。
曰
く
、
斯
く
の
ご
と
き
の
み
か
、
と
。
曰
く
、
己
を
脩
め
て
以
て
百
姓
を
安
ん
ず
。
己
を
脩

め
て
以
て
百
姓
を
安
ん
ず
る
は
、
堯
舜
も
其
れ
猶
ほ
諸
を
病
め
り
、
と
。

人
を
安
ん
じ
、
百
姓
を
安
ん
ず
る
は
、
皆
な
敬
を
以
て
之
を
安
ん
ず
。
以
て
人
を
安
ん
じ
、
百
姓
を
安
ん
じ
、
己
を
脩
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む
る
は
、
己
を
脩
め
て
以
て
敬
す
る
の
一
言
に
過
ぎ
ず
。
特
に
敬
の
用
ふ
る
所
、
漸
く
広
く
な
る
の
み
。
敬
の
外
、
豈
に

他
道
有
ら
ん
や
。

【
四
十
六
】

◯
原
壤
夷
俟
。
子
曰
、
幼
而
不
孫
弟
、
長
而
無
述
焉
、
老
而
不
死
、
是
爲
賊
。
以
杖
叩
其
脛
。

邢
氏
曰
、
夷
、
踞
也
。
俟
、
待
也
。
申
兩
脚
箕
踞
以
待
孔
子
也
。
以
杖
擊
其
脛
、
令
不
踞
也
。
又
曰
、
踞
、
蹲
也
、
蹲
即

坐
也
。
◯
原
壤
蓋
爲
老
氏
之
學
、
而
遺
棄
事
物
、
放
蕩
於
禮
法
之
外
者
。
雖
以
善
攝
生
之
故
老
而
不
死
、
然
幼
不
弟
、
長

無
述
。
非
聖
人
禮
法
之
教
、
則
害
道
也
、
故
謂
之
賊
。

［
訓
読
］

◯
原
壌
、
夷
し
て
俟
つ
。
子
曰
く
、
幼
に
し
て
孫
弟
な
ら
ず
、
長
じ
て
述
べ
ら
る
る
無
く
、
老
い
て
死
せ
ず
、
是
れ
を
賊
と

為
す
、
と
。
杖
を
以
て
其
の
脛
を
叩
く
。

邢
氏
曰
く
、
夷
は
、
踞
な
り
。
俟
は
、
待
な
り
、
と
。
両
脚
を
申
ば
し
て
箕
踞
し
て
以
て
孔
子
を
待
つ
な
り
。
杖
を
以

て
其
の
脛
を
撃
つ
は
、
踞
せ
ざ
ら
し
む
る
な
り
。
又
た
曰
く
、
踞
は
、
蹲
な
り
、
蹲
は
即
ち
坐
な
り
。
◯
原
壤
は
、
蓋
し

老
氏
の
学
を
為
す
、
而
し
て
事
物
を
遺
棄
し
、
礼
法
の
外
に
放
蕩
せ
る
者
な
り
。
善
く
生
を
摂
す
る
を
以
て
、
故
に
老
い

て
死
せ
ず
と
雖
ど
も
、
然
れ
ど
も
幼
に
し
て
弟
な
ら
ず
、
長
じ
て
述
べ
ら
る
る
無
し
。
聖
人
の
礼
法
の
教
へ
に
非
ざ
れ
ば
、

則
ち
道
を
害
す
る
な
り
、
故
に
之
を
賊
と
謂
ふ
。
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［
語
釈
］

○
邢
氏
曰
、
夷
、
踞
也
。
俟
、
待
也

『
論
語
注
疏
』
憲
問
・

章
。

46

【
四
十
七
】

◯
闕
黨
童
子
將
命
。
或
問
之
曰
、
益
者
與
。
子
曰
、
吾
見
其
居
於
位
也
、
見
其
與
先
生
並
行
也
。
非
求
益
者
也
、
欲
速
成
者

也
。童

子
惟
謙
退
、
不
敢
先
人
。
然
後
能
受
善
而
有
進
益
。
若
居
位
而
並
行
、
則
其
心
急
欲
廁
於
成
人
之
列
。
故
曰
欲
速
成
者

也
。
因
上
章
幼
不
孫
弟
而
倂
記
之
、
以
見
聖
人
禮
法
之
教
如
此
。

［
訓
読
］

◯
闕
党
の
童
子
、
命
を
将
ふ
。
或
ひ
と
之
を
問
ひ
て
曰
く
、
益
す
る
者
か
、
と
。
子
曰
く
、
吾
れ
其
の
位
に
居
る
を
見
る
。

お
こ
な

其
の
先
生
と
並
び
行
く
を
見
る
な
り
。
益
を
求
む
る
者
に
非
ず
、
速
か
に
成
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
者
な
り
、
と
。

童
子
は
惟
だ
謙
退
し
、
敢
へ
て
人
に
先
ん
ぜ
ず
。
然
る
後
に
能
く
善
を
受
け
て
進
益
有
り
。
若
し
位
に
居
り
て
並
行
す

れ
ば
、
則
ち
其
の
心
急
か
に
成
人
の
列
を
廁
ま
ん
と
欲
す
。
故
に
曰
く
、
速
や
か
に
成
ら
ん
こ
と
を
欲
す
る
者
な
り
と
。

上
章
の
幼
に
し
て
孫
弟
な
ら
ざ
る
に
因
り
て
之
を
併
記
す
る
は
、
以
て
聖
人
礼
法
の
教
へ
此
く
の
ご
と
く
な
る
を
見
す
。

し
め

論
語
私
存
卷
十
四
終




